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　S
エスエヌエス

NSなどに不用意に書き込まれた個人情報は，悪用されてアカ
ウントが不正に使用されたり，ストーカーの被害に遭ったりする恐
れがある。過去に発信していた情報から個人が特定され，人に知ら
れたくないことが公開されてしまう可能性もある。
　アプリの中には，ダウンロードすると，スマートフォンの中の個
人情報を取得するものがある。また写真は，設定によっては位置情
報が付加され，発信者の住所や行動を知る手がかりになる。

　個
こ

人
じん

情
じょう

報
ほう

保
ほ

護
ご

法
ほう

は，個人情報を取り扱う事業者に対して情報の取
り扱い方法を定めた法律である。事業者が個人情報を流出させた場
合の罰則が明確に定められている。
　この法律では，事業者が提供された個人情報を第三者に伝える場
合には，基本的に提供者本人の同意が必要とされている。ただし，
法令に基づく場合や人の生命の保護に必要な場合など，例外的に同
意がなくても伝えてよい場合があり，その条件については法律の中
で規定されている。

情報を発信する危険3

❸

個人情報の保護4

個人情報保護法
「個人情報の保護に関する法
律」の略称。

　 ジオタグともいう。❸

� �写真の中で，個人が特定
されるなど，映り込みに
注意を必要とする箇所を
挙げなさい。

問題

個人情報を第三者
に伝える例外規定
はなぜ設けられて
いるのか，考えて
みましょう

COLUMN

　個人情報を取り扱う事業者は，あらかじめ以下の5つを提供者に通知すれ
ば，個人データを第三者に伝えてもよいことになっている。
1 個人データを第三者に提供すること
2 個人データのうち，どの部分を伝えるのか
3 個人データを伝える方法
4 本人が要求すれば提供を取りやめること
5 本人の要求を受け付ける方法
　このように，第三者に個人情報を伝えることを基本とし，提供者からの不
同意があった場合のみ取りやめる方式をオプトアウトという。反対に，個人
情報を伝えないことを基本とし，提供者からの同意があって初めてそれを伝
える方式をオプトインという。

オプトアウトによる第三者提供

LINK
個人情報の価値

>> 168ページ

LINK
個人情報の保護に関する法律

>> 187ページ

答えは24ページ

MEMO

自分では個人情報を書いて
いないつもりでも，リンク
された友達の情報と照らし
合わせていくと，学校や学
年が特定できることがある。
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プライバシー8原則／1980年にOECD（経済協力開発機構）が勧告した「プライバシーガイドラ

イン」の8原則。個人情報の収集や管理などについて，考え方の基礎となっている。
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　現代社会は，人
じん

工
こう

知
ち

能
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（A
エーアイ

I）やロボットが台頭して，社会に大
きな変化をもたらしつつある。例えば車の運転者は，周辺から多く
の情報を得て自分の知識や経験で判断をしている。自動運転は，人
の視覚などに相当するセンサを装備し，人工知能の技術である深層
学習などを行って判断する仕組みである。人工知能の応用分野は幅
広く，顔認証による本人確認，医療における診断支援，災害予測な
どが開発されている。

　人工知能の普及に伴い，コンピュータやロボットが人間の代わり
をするようになると，これまでのような仕事がなくなったり，仕事
の質が変わったりすると考えられている。
　I

アイシー

Cタグが普及すればレジを打つ必要はなくなり，自動運転が普
及すれば人間が運転する必要はなくなる。電子決済や翻訳技術が普
及すれば，人間が担う仕事は変わってくるだろう。これからは，人
工知能と人間で仕事の分担が進むことになるだろう。

人工知能の影響3

社会の変化4

❶

図5▲ 		空港の顔認証ゲート（左）と顔認識の例（右）

COLUMN

　ロボットは，センサ，知能・制御，駆動の3つを
有し，工場で利用される産業用ロボットとそれ以外
のサービスロボットに大別される。
　2018年における日本の産業用ロボットの稼働
台数は世界2位で，広く利用されている。
　サービスロボットには，人と会話できるコミュニ
ケーションロボット，ドローンのように屋外で使用
するフィールドロボット，自動掃除機のようなロ
ボット家電など，さまざまな種類がある。センサと
人工知能，駆動部があることから，オーブンレンジ
やエアコンもロボットと考えることができる。
　通信技術の発達により，ロボットは外部と通信で
きるIoTの1つという考えも浸透している。

いろいろなロボット

産業用ロボット（上），コミュ 
ニケーションロボット（右上），
ロボット家電（右）

人工知能
［AI：Artificial Intelligence］

MEMO

人工知能による深層学習
（ディープラーニング）で
は，センサなどを通して膨
大なデータをシステムに入
力する。それは，人間の視
覚などを通して文字，画像
などの情報が脳に入ること
と同じ仕組みである。人工
知能は，人間の脳の働きを
まねようという考えが基に
なっている。

　 自動運転には，ドライバー
が全ての操作を行うレベル0
から完全自動運転のレベル5
までの技術があり，段階的に
開発が進められている。

❶

性別，年齢，感情な
どを推定しています
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R
アールピーエー
PA（Robotic	Process	Automation）／人間が行う業務をソフトウェアやロボットの利用で自動化す

ること。コンピュータを用いた入力作業など定型業務に用いることで，効率化を図ることができる。
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　 演算回路が簡単になった
り，演算速度が速くなったり
するメリットがある。

❸　一般的にコンピュータの内部では，減算は補数を使った加算で行う。

　コンピュータにおいて正負の整数を表現する場合，負の数は補数
を用いるため，左端のビットが0のときは正の数，1のときは負の
数となる。この左端のビットを符

ふ

号
ごう

ビットという。

補数を使った減算3
❸

コンピュータでの整数の表現4

� �2進法4桁で正負の整数を表現するとき，①，②を10進法
に変換しなさい。ただし，左端の1ビットは符号ビットである。�
①0101（2）� ②1011（2）

� �①正の整数なのでそのまま計算する。�
　1×22＋0×21＋1×20＝5（10）�� 答え 5

� �②負の整数なので2の補数にして計算する。

� 　１011（2）の補数は０101（2）なので

� 　１×22＋0×21＋1×20＝5（10）�� 答え －5

� �2進法5桁で正負の整数を表現するとき，①〜④を10進法
に変換しなさい。ただし，左端の1ビットは符号ビットである。�
①00110（2）� ②01001（2）

� ③10110（2）� ④11001（2）

例題4

解答

問題4

� �次の2進法4桁の計算を，補数を用いた加算により求めなさい。�
①1011（2）－0100（2）� ②1100（2）－1001（2）�
③1110（2）－0111（2）

問題3

表1▼ 		整数の内部表現	
（符号付き4ビット）

10進法 2進法
7 0111
6 0110
5 0101
4 0100
3 0011
2 0010
1 0001
0 0000

－1 1111
－2 1110
－3 1101
－4 1100
－5 1011
－6 1010
－7 1001
－8 1000

� �2進法4桁の1010（2）－0110（2）を計算しなさい。

�

� 答え 0100（2）

例題3

解答 引き算 補数を使った計算

同じ結果

1010
10100
+
1010

0110の補数0110
0100

－
1010

MEMO

ビットの長さや符号ビット
の有無などが異なると，同
じ数値でも違った表現にな
る。例えば1011（2）は符号
なし4ビットなら11（10），符
号付き4ビットなら－5（10）

になる。

LINK
固定小数点表現と 
浮動小数点表現 

>> 97ページ

39

3章

4章

5章

理
論
編�

情
報
デ
ザ
イ
ン

2章

1章

No.

0010  0111
19

ベンチマーク（benchmark）／指標や基準のこと。コンピュータにおいては，ハードウェアやソフトウェ
アの速度や性能を表す基準を指す。テスト結果を数値化することで，製品どうしの比較ができる。

桁上がりを無視す
ると，引き算と同
じ結果になります
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音はどのようにデジタル化されるのだろうか。デジタル化の方法とその特徴，また
データ量の計算方法について理解しよう。17
音のデジタル表現

　音は，空気の振動が連続的に変化するアナログデータである。音
を特徴づける3つの要素は，振幅，周波数と波形であり，振幅が音
の大小，周波数が音の高低，波形が音色を表す。

　音は以下の手順でデジタル化される。
　標

ひょう

本
ほん

化
か

（サンプリング）　一定の時間間隔で波の高さを取り出す。
　量

りょう

子
し

化
か

　電圧を一定間隔に区切り，取り出した波の高さに近い段
階値を読み取る。
　符

ふ

号
ごう

化
か

　量子化された数値を2進法で表す。

音の要素と波形の関係1

音のデジタル化2
❶

❷

❸

❷ 1秒間に標本化する回数
を標

ひょう
本
ほん
化
か
周
しゅう
波
は
数
すう

という。サン
プリング周波数，サンプリン
グレートということもある。

❶ 標本化の前にマイクロホ
ンなどで空気の振動を電気信
号（電圧の変化）に変換する。

❸ 電圧の段階値に割り振る
ビット数を量

りょう
子
し
化
か
ビット数

すう
と

いう。

❹ いくつの音を記録するか
表す数をチャンネル数という。

図1▲ 		音の要素と波形
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周波数
（1秒間に繰り返される波の数。
ヘルツ（Hz）の単位で表す。）

図2▲ 		振幅と周波数

A/D変換
［Analog to Digital conversion］

D/A変換
［Digital to Analog conversion］

MEMO

アナログデータをデジタル
データに変換することを
A
エーディー
/D変

へん
換
かん

といい，デジタ
ルデータをアナログデータ
に変換することをD

ディーエー
/A変
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換
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という。

図3▲ 		音のデジタル化
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� �音楽C
シー
D
ディー
のデータ量を計算しなさい。

� �音楽CDでは，1秒間に44,100回のサンプリングを行っ
ている。サンプリングした振幅を16ビットで表現したとき，
1秒間のデータ量は，44,100×16＝705,600ビット
と計算できる。

� �通常の音楽CDには，左右それぞれに別の音を記録するので，
1分（60秒）の曲のデータ量は次のようになる。

� �　　44,100×16×2×60�＝84,672,000ビット
� 　　84,672,000÷8� ＝10,584,000バイト
� 答え 10,584,000バイト

例題

解答

❹

音のデジタル化情 1_10
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データ量の計算方法について理解しよう。17
音のデジタル表現

　音は，空気の振動が連続的に変化するアナログデータである。音
を特徴づける3つの要素は，振幅，周波数と波形であり，振幅が音
の大小，周波数が音の高低，波形が音色を表す。
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� �音楽C
シー
D
ディー
の1分の曲のデータ量を計算しなさい。

� �音楽CDでは，1秒間に44,100回のサンプリングを行っ
ている。サンプリングした振幅を16ビットで表現したとき，
1秒間のデータ量は，44,100×16＝705,600ビット
と計算できる。

� �通常の音楽CDには，左右それぞれに別の音を記録するので，
1分（60秒）の曲のデータ量は次のようになる。

� �　　44,100×16×2×60�＝84,672,000ビット
� 　　84,672,000÷8� ＝10,584,000バイト
� 答え 10,584,000バイト
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　S
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NSなどに不用意に書き込まれた個人情報は，悪用されてアカ
ウントが不正に使用されたり，ストーカー被害の原因になったりす
る恐れがある。過去に発信していた情報から個人が特定され，人に
知られたくないことが公開されてしまう可能性もある。
　アプリの中には，ダウンロードすると，スマートフォンの中の個
人情報を取得するものがある。また写真は，設定によっては位置情
報が付加され，発信者の住所や行動を知る手がかりになる。
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は，個人情報を取り扱う事業者に対して情報の取
り扱い方法を定めた法律である。事業者が個人情報を流出させた場
合の罰則が明確に定められている。
　この法律では，事業者が提供された個人情報を第三者に伝える場
合には，基本的に提供者本人の同意が必要とされている。ただし，
法令に基づく場合や人の生命の保護に必要な場合など，例外的に同
意がなくても伝えてよい場合があり，その条件については法律の中
で規定されている。

情報を発信する危険3

❸

個人情報の保護4

個人情報保護法
「個人情報の保護に関する法
律」の略称。

　 ジオタグともいう。❸

� �写真の中で，個人が特定
されるなど，映り込みに
注意を必要とする箇所を
挙げなさい。

問題

個人情報を第三者
に伝える例外規定
はなぜ設けられて
いるのか，考えて
みましょう

COLUMN

　個人情報を取り扱う事業者は，あらかじめ以下の5つを提供者に通知すれ
ば，個人データを第三者に伝えてもよいことになっている。
1 個人データを第三者に提供すること
2 個人データのうち，どの部分を伝えるのか
3 個人データを伝える方法
4 本人が要求すれば提供を取りやめること
5 本人の要求を受け付ける方法
　このように，第三者に個人情報を伝えることを基本とし，提供者からの不
同意があった場合のみ取りやめる方式をオプトアウトという。反対に，個人
情報を伝えないことを基本とし，提供者からの同意があって初めてそれを伝
える方式をオプトインという。

オプトアウトによる第三者提供

LINK
個人情報の価値

>> 168ページ

LINK
個人情報の保護に関する法律

>> 187ページ

答えは24ページ
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自分では個人情報を書いて
いないつもりでも，リンク
された友達の情報と照らし
合わせていくと，学校や学
年が特定できることがある。

2章

3章

4章

5章

理
論
編�

情
報
社
会

1章

15No.

0000  1111
07

O
オー
E
イー
C
シー
D
ディー
プライバシー8原則／1980年にOECD（経済協力開発機構）が勧告した「プライバシーガイドラ

イン」の8原則。個人情報の収集や管理などについて，考え方の基礎となっている。
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　現代社会は，人
じん

工
こう

知
ち

能
のう

（A
エーアイ

I）やロボットが台頭して，社会に大
きな変化をもたらしつつある。例えば車の運転者は，周辺から多く
の情報を得て自分の知識や経験で判断をしている。自動運転は，人
の視覚などに相当するセンサを装備し，人工知能の技術である深層
学習などを行って判断する仕組みである。人工知能の応用分野は幅
広く，顔認証による本人確認，医療における診断支援，災害予測な
どが開発されている。

　人工知能の普及に伴い，コンピュータやロボットが人間の代わり
をするようになると，これまでのような仕事がなくなったり，仕事
の質が変わったりすると考えられている。
　I

アイシー

Cタグが普及すればレジを打つ必要はなくなり，自動運転が普
及すれば人間が運転する必要はなくなる。電子決済や翻訳技術が普
及すれば，人間が担う仕事は変わってくるだろう。これからは，人
工知能と人間で仕事の分担が進むことになるだろう。

人工知能の影響3

社会の変化4

❶

図5▲ 		空港の顔認証ゲート（左）と顔認識の例（右）

COLUMN

　ロボットは，センサ，知能・制御，駆動の3つを
有し，工場で利用される産業用ロボットとそれ以外
のサービスロボットに大別される。
　2020年における日本の産業用ロボットの稼働
台数は世界2位で，広く利用されている。
　サービスロボットには，人と会話できるコミュニ
ケーションロボット，ドローンのように屋外で使用
するフィールドロボット，自動掃除機のようなロ
ボット家電など，さまざまな種類がある。センサと
人工知能，駆動部があることから，オーブンレンジ
やエアコンもロボットと考えることができる。
　通信技術の発達により，ロボットは外部と通信で
きるIoTの1つという考えも浸透している。

いろいろなロボット

産業用ロボット（上），コミュ 
ニケーションロボット（右上），
ロボット家電（右）

人工知能
［AI：Artificial Intelligence］

MEMO

人工知能による深層学習
（ディープラーニング）で
は，センサなどを通して膨
大なデータをシステムに入
力する。それは，人間の視
覚などを通して文字，画像
などの情報が脳に入ること
と同じ仕組みである。人工
知能は，人間の脳の働きを
まねようという考えが基に
なっている。

　 自動運転には，ドライバー
が全ての操作を行うレベル0
から完全自動運転のレベル5
までの技術があり，段階的に
開発が進められている。

❶

性別，年齢，感情な
どを推定しています
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R
アールピーエー
PA（Robotic	Process	Automation）／人間が行う業務をソフトウェアやロボットの利用で自動化す

ること。コンピュータを用いた入力作業など定型業務に用いることで，効率化を図ることができる。
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　 演算回路が簡単になった
り，演算速度が速くなったり
するメリットがある。

❸　一般的にコンピュータの内部では，減算は補数を使った加算で行う。

　コンピュータにおいて正負の整数を表現する場合，負の数は補数
を用いるため，左端のビットが0のときは正の数，1のときは負の
数となる。この左端のビットを符

ふ

号
ごう

ビットという。

補数を使った減算3
❸

コンピュータでの整数の表現4

� �2進法4桁で正負の整数を表現するとき，①，②を10進法
に変換しなさい。ただし，左端の1ビットは符号ビットである。�
①0101（2）� ②1011（2）

� �①正の整数なのでそのまま計算する。�
　1×22＋0×21＋1×20＝5（10）�� 答え 5（10）

� �②負の整数なので2の補数にして計算する。

� 　１011（2）の補数は０101（2）なので

� 　１×22＋0×21＋1×20＝5（10）�� 答え －5（10）

� �2進法5桁で正負の整数を表現するとき，①〜④を10進法
に変換しなさい。ただし，左端の1ビットは符号ビットである。�
①00110（2）� ②01001（2）

� ③10110（2）� ④11001（2）

例題4

解答

問題4

� �次の2進法4桁の計算を，補数を用いた加算により求めなさい。�
①1011（2）－0100（2）� ②1100（2）－1001（2）�
③1110（2）－0111（2）

問題3

表1▼ 		整数の内部表現	
（符号付き4ビット）

10進法 2進法
7 0111
6 0110
5 0101
4 0100
3 0011
2 0010
1 0001
0 0000

－1 1111
－2 1110
－3 1101
－4 1100
－5 1011
－6 1010
－7 1001
－8 1000

� �2進法4桁の1010（2）－0110（2）を計算しなさい。

�

� 答え 0100（2）

例題3

解答 引き算 補数を使った計算

同じ結果

1010
10100
+
1010

0110の補数0110
0100

－
1010

MEMO

ビットの長さや符号ビット
の有無などが異なると，同
じ数値でも違った表現にな
る。例えば1011（2）は符号
なし4ビットなら11（10），符
号付き4ビットなら－5（10）

になる。

LINK
固定小数点表現と 
浮動小数点表現 

>> 97ページ
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ベンチマーク（benchmark）／指標や基準のこと。コンピュータにおいては，ハードウェアやソフトウェ
アの速度や性能を表す基準を指す。テスト結果を数値化することで，製品どうしの比較ができる。

桁上がりを無視す
ると，引き算と同
じ結果になります

5

15

23

39

42

2

下部

下部

下部

削除



2

訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

LINK
文字のデジタル表現

>> 40ページ
機種依存文字

　受け取ったメールの文字がおかしな表示になっ
ていて，読めなかったことはないだろうか。それ
は送信側と受信側のコンピュータ環境やコード体
系の違いのためである。
　コンピュータには，機種やO

オー
S
エス

によって文字

コードの割り振りが違う文字があり，それを機種
依存文字という。
　コード体系の違いの場合は，表示モードを適正
な文字コードにすることで解決できる。

章末資料

1

8740/8741/
8742/8743/
8744/8745/
8746/8747/
8748/8749

文字コード①/②/③/④/⑤/
⑥/⑦/⑧/⑨/⑩ Ⅰ， Ⅱ， Ⅲ， Ⅳ など

ローマ数字

㈱，℡，♥など
特殊記号

㍉，㌢，㎜，㎝など
単位記号

神，﨑，珉 など
拡張文字

㈰ / ㈪ / ㈫ / ㈬ / ㈭ /
㈮ / ㈯ / ㉀ / ㈷ / ㉂

機種依存文字の例

色の表現

　コンピュータのディスプレイは，赤（R
アール
：R

レ ッ ド
ed），

緑（G
ジー

：G
グ リ ー ン
reen），青（B

ビー
：B

ブ ル ー
lue）の光

ひかり
の三

さん
原
げん

色
しょく

によって表現されている。暗いディスプレイ
に色を加えることにより明るさが増し，白に近
づく。これを加

か
法
ほう
混
こん
色
しょく

という。
　一般的なデジタルカメラの画像は，画素の
RGBの値をそれぞれ256段階で記録する。こ
れをフルカラーとよび，約1,677万色が表現
できる。
　これに対して，絵の具は色を加えるほど黒に
近づく。これを減

げん
法
ぽう
混
こん
色
しょく

という。色の三原色と
は，あらゆる色を表現するための基本となる色
で， シ ア ン（C

シー
：C

シ ア ン
yan）， マ ゼ ン タ（M

エム
：

M
マ ゼ ン タ
agenta），イエロー（Y

ワイ
：Y

イ エ ロ ー
ellow）の3色を

指す。カラープリンタは，これに基調となる黒
（K

ケー
：K

キ ー
ey p

プ レ ー ト
late）を加え，C

シーエムワイケー
MYKの4色のイ

ンクを混合して利用しているものが多い。

LINK
 画像のデジタル化

>> 44ページ
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シアン マゼンタ イエロー

加法混色 減法混色

白

Ｒ
Ｍ

Ｂ Ｃ Ｇ
Ｙ

黒

黒

Ｃ
Ｇ

Ｙ Ｒ Ｍ
Ｂ

白

印刷物に赤，緑，青の光を
当てるとどうなるでしょうか

光の三原色と	
色の三原色情 1_13

62
0011  1110

色の識別性
章末資料
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LINK
 情報デザイン

>> 54ページデザインで問題解決
　自動改札が導入されるまで，駅の改札では，係
員が目視で切符や定期券を確認していた。朝夕の
ラッシュ時には多くの利用客が改札を通過するた
め，1人1人の切符を見分けるのはたいへんなこ
とだった。
　大阪のある路線では，切符の漢字のデザインが
下の写真のように変更された。

　梅田の「田」の字が「口メ」になっている。この
路線は「田」の字が付く駅が多く，最も利用客の
多い梅田駅の切符をほかの駅の切符と見分けるた
めの工夫であった。　

　現在は，全ての駅に自動改札機が導入されて，
「口メ」の字を使う必要はなくなった。しかし，駅
名が大阪梅田に変わった今でも，この駅では慣れ
親しんだ梅「　」の切符を購入することができる。口メ

章末資料

5

池田

園田

梅田

山田

吹田 富田

標識で使われる色 色彩へのイメージ

注意警告・明示

色名 表示内容

赤

黄赤

黄

緑

青

赤紫

黒

白

対 

比 

色

防火・禁止・停止

注意警告・明示

安全状態・進行

指示・誘導

放射能

境界線

通路

赤

橙

黄

緑

青

紫

黒

白

色名 プラスイメージ マイナスイメージ
情熱的 
活動的

安っぽい
派手

さわやか
クール

寂しい
冷淡

陽気
若々しい

騒々しい 
幼稚

新鮮
すがすがしい

毒々しい
未熟　　

高貴  豪華 不満  不安

健康的
開放的

衝動的
攻撃的

高級  重厚感 不吉  絶望

すっきり
上品 空虚  孤独

※JISで定めた安全色と，対比色の表示内容を表
　にまとめたもの。

安 

全 

色

色彩の基礎知識
>> 182ページ

カラーユニバーサルデザイン
>> 59ページ

LINK

陽気な
人なの
かな…

　色には，人々が感じる共通の
イメージがある。例えば赤は火
をイメージさせ，そこから「情
熱的」といった色彩の印象につ
ながっている。このような色か
ら感じるイメージが，標識に活
用されている。
　工事現場など危険性が高い施
設の標識は，事故を防止するた
めに，見てすぐに識別でき，意
味を理解しやすい色が求められ
ている。

口梅 メ

64
0100  0000
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Theory

関連 >> 74ページ　処理の仕組み

ソフトウェアはどのような働きをしているのだろうか。

ソフトウェア
28
　ソフトウェアは，コンピュータを動かす仕組みやプログラム，デー
タのように，触れることができないものを指す。一般にソフトウェ
アは，基

き

本
ほん

ソフトウェアと特定の業務をするための応
おう

用
よう

ソフトウェ
アに大別できる。
　基本ソフトウェア　ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介を行
い，コンピュータの中核となるソフトウェアを基本ソフトウェアと
いう。ハードウェアや応用ソフトウェアの管理を主な仕事とし，次
のような管理とユーザインタフェースの作業を行う。

　応用ソフトウェア　文書処理，表計算，プレゼンテーション，画
像処理，W

ウ ェ ブ

ebブラウザなど，特定の目的の作業に用いるソフトウェ
アを応用ソフトウェアという。これらは全て，基本ソフトウェア上
で動作している。

ソフトウェアの種類1

❶

図1▲ 		基本ソフトウェアの上で動作するさまざまな応用ソフトウェア

	基本ソフトウェア
オペレーティングシステム

（O
オーエス

S）ともいう。

応用ソフトウェア
アプリケーションソフトウェ
アともいう。

❷			タスク
［task］仕事や作業のまとま
りのこと。

　 利用者とコンピュータと
の間の入出力の手段。C

シー
U
ユー

I
アイ

やG
ジー

U
ユー

I
アイ
，音声入出力，タッ

チパネルなどがある。

❶

◉ ファイル管理� ファイルの記録などを管理する。
◉メモリ管理� �各種のソフトウェアが使うメモリの割り当てを

管理する。
◉タスク管理� �ソフトウェアの実行の順序やC

シーピーユー
PUへの割り当

てなどを管理する。
◉入出力管理� �キーボードやマウス，ディスプレイなどのハー

ドウェアを管理する。
◉ネットワーク管理� �ほかのコンピュータとの通信の状態を管理する。

❷

LINK
CUIとGUI

>> 56ページ

MEMO

基本ソフトウェアには，
ハードウェアの違いを吸収
する働きがある。どのコン
ピュータの上でも基本ソフ
トウェアが同じように動作
するのはその働きのためで
ある。

お知
らせ

72
0100  1000

5

10

15

絵コンテ		 	145
　作品のイメージをイラストなどで表現し
た表。

炎上		 	147
　強い意見や批判により攻撃的論争になっ
ている状態のこと。フレーミング（flaming）
ともいう。

応用ソフトウェア		 	72
　基本ソフトウェアが稼働している環境で
動作する，特定の業務を行うためのソフト
ウェア。アプリケーションソフトウェアと
いうこともある。文書処理ソフトウェアや
ブラウザも応用ソフトウェアである。

	【か行】

回線交換方式		 	106
　情報のやりとりを行う際に相手との間で
通信経路を確立してから通信する方式。通
信の開始から終了まで通信経路を占有する。

解像度		 	44
　画像を表示する際の画素の密度を表した
もの。ディスプレイの表示に用いられる総
画素数を画面解像度とよぶことがある。

階調		 	44
　色の濃淡や明るさを段階的に表すこと，
もしくはその段階の数を指す。数が多いほ
ど色の変化が滑らかに表現される。段階の
数が2であれば1ビットの情報が，段階の
数が256であれば8ビットの情報がそれぞ
れ必要になる。

顔文字		 	5
　数字や記号などを組み合わせて顔の表情
に見えるようにしたもの。主にテキストデー
タを用いた電子メールなどで「うれしい」
や「悲しい」といった気持ちを表現するた
めに使われる。 
可逆圧縮		 	46
　圧縮されたデータから，元と完全に同じ
データに復元できる圧縮方式。

架空請求		 	25
　根拠のない契約に基づいて請求書を送り
つけ，支払いを不当に要求する手口の詐欺。

拡張子		 	168
　ファイルの種類を区別するためにファイ
ル名の末尾に付けられる文字列で，半角の
ピリオドの後に続く半角英数字の部分。ファ
イルの形式や，扱うことのできる応用ソフ
トウェアの種類を表すために利用される。

画素		 	44
　ディスプレイに画像を表示するときの最
小単位。デジタルカメラで光を信号に変換
する素子のことを指す場合もある。ピクセ
ルともいう。

画像処理ソフトウェア　　	
　コンピュータで絵や図形を描いたり，写
真画像を加工したりするときに使用するソ
フトウェア。ドロー系ソフトウェアとペイ
ント系ソフトウェアがある。

加法混色		 	62
　赤（R），緑（G），青（B）の光の三原色
によって色を表現する方法。ディスプレイ
での表示などで用いられる。

カラーバリアフリー		 	59					
color barrier free
　色覚の異なる人にも情報が適切に伝わる
ように，使用する色や表現方法を工夫する
こと。

関係データベース		 	119
　蓄積管理する情報を関係付けられた複数
の表で管理するデータベースのこと。リレー
ショナルデータベースとよぶこともある。

関数		 	87
　プログラミングにおいて，あるまとまっ
た処理に名前を付けたもの。プログラムの
中ではその名前を用いて命令を指示するこ
とにより処理が実行される。
　表計算ソフトウェアなどで，用途ごとに
あらかじめ用意されている計算式である
SUM（合計），AVERAGE（平均）なども
関数とよばれる。

キーワード検索		 	8
keyword search
　キーワードを入力することで， それに関
連した情報を検索すること。

記憶装置		 	74
　コンピュータで処理するプログラムや
データを記憶しておく装置。メインメモリ
（主記憶装置）と補助記憶装置がある。

機械語		 	82
　コンピュータが直接解釈し実行すること
ができる言語。マシン語ともいう。

機種依存文字		 	41，62
　特定のコンピュータや基本ソフトウェア
だけで有効な文字。Webページなどではブ
ラウザの動作する環境が多様なので使用し
ないのが原則である。

基本ソフトウェア		 	72
　コンピュータを制御し，応用ソフトウェ
アを実行可能な環境にするためのソフト
ウェア。オペレーティングシステム（OS）
ともいう。

基本論理回路		 	76
　コンピュータの回路の基本的な構成要素
にあたるAND回路，OR回路，NOT回路
のこと。

クーリング・オフ制度
　消費者保護のため，一定の契約に限り，
契約を結んだ後でも，一定期間内であれば，
消費者が理由なしで一方的に契約を解除す
ることを認める制度。

組み込み系ソフトウェア		 	71
　家電や自動車などに内蔵され，特定の機
能を備えたソフトウェア。

クライアントサーバシステム		 	108
client-server system
　情報やサービスを提供するサーバとそれ
らを受け取るクライアントをコンピュータ
ネットワークで接続し，クライアントの要
求にサーバが応答する形態のネットワーク
システム。

クラウドサービス		 	49
cloud service
　情報通信ネットワーク上のサーバから，
必要に応じてデータやソフトウェアを利用
するサービス。

クリエイティブ・コモンズ		 	115
creative commons
　著作者が使用許諾の条件を積極的に開示
することで，著作物を再利用されやすくす
る仕組みのこと。もしくはこれを推奨して
いる団体のこと。

グループウェア
groupware
　ネットワークの機能を利用して，情報共
有やコミュニケーションの効率化を図り，
グループによる作業を支援するソフトウェ
アの総称。

クロック周波数		 	74
clock frequency
　コンピュータの各回路が同期を取るため
に用いられる信号の1秒あたりの発振回数。
CPUが動作する速さに関係し，一般的には
GHz（ギガヘルツ）という単位で表す。

検索エンジン		 	8
search engine
　インターネットにある情報を検索するた
めのシステム。サーチエンジンともいう。

減法混色		 	62
　シアン（C），マゼンタ（M），イエロー（Y）
の色の三原色によって色を表現する方法。
カラープリンタなどで用いられる。

コーディング		 	82
coding
　プログラミング言語を用いて，一連の手
続きをソースコードという形式で表現する
こと。

コーデック		 	121
CODEC
　データを符号化，あるいは復号するため
のソフトウェアやハードウェアのこと。

個人情報		 	14
　名前や住所など，生存している個人を識
別できる情報のこと。電話番号や生年月日
など，ほかの情報と照合すれば容易に個人
を識別できる情報も個人情報となる。

個人情報の保護に関する法律		
	 	15，187
　個人情報の扱いに伴う人権侵害から，個
人を保護することを目的とした法律。

コンピュータウイルス		 	25
computer virus
　コンピュータに入り込んで，データを壊
したり，ソフトウェアが誤作動したりする
ように作られたプログラム。

コンピュータグラフィックス	
CG：Computer Graphics
　コンピュータを利用して作られたイラス
トや画像の総称。

コンピュータの五大装置		 	74
　コンピュータを構成する基本的な装置の
ことで，演算装置，制御装置，記憶装置，
入力装置，出力装置の5つを指す。
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STEP4リストを使う❶

STEP5合計と平均を求める

実行結果 goukei15

heikin3

実行結果 [5,12,7,9,5]

9

[5,12,7,9,5,33]

▼JavaScript
4 let i;

5 let a=[1,2,3,4,5];

6 let sum=0;

7 for (i=0;i<a.length;i++){

8   sum=sum+a[i];

9 }

10 document.write('goukei'+ sum);

11
document.write('heikin'+ sum/
a.length);

▼JavaScript
4 let a=[5,12,7,9,5];

5 document.write(a);

6 document.write(a[3]);

7 a.push(33);

8 document.write(a);　

1 a=[1,2,3,4,5] リストaを作成

2 sum=0 変数sumに0を代入

3
for i in range(len(a)):  変数iを0から1ずつ増やしながら

リストaの長さ未満まで繰り返し

4
    sum=sum+a[i]  sumにリストのi番目の要素を足し

てsumに代入

5 print('goukei',sum) goukeiと変数sumを表示

6
print('heikin',sum/len(a))  heikinと変数sumをリストの長

さで割った値を表示

▼Python

1 a=[5,12,7,9,5] リストaを作成

2 print(a) リストa全体を表示

3 print(a[3]) リストaの3番目の要素を表示

4 a.append(33) リストaに要素「33」を追加

5 print(a) リストa全体を表示

❷

▼Python

数学の
表記 演算子

足し算 + +
引き算      -      -
掛け算 × *

割り算 ÷ /

演算子
計算のための記号。

演算子 例 結果
商 // 9//4 2

余り % 9%4 1
累乗 ** 3**4 81

演算子 意味

A < B AはBより小さい

A < = B AはB以下

A > B AはBより大きい

A > = B AはB以上

A = = B AとBは等しい

A ! = B AとBは等しくない

比較演算子
値を比較するための演算子。

COLUMN

　FizzBuzzとは，次のようなゲームである。

①複数のプレーヤーが，1から順に整数を言う。
② ただし，3の倍数ならFizz，5の倍数なら

Buzz，3と5の両方の倍数ならFizzBuzz
という言葉を，数の代わりに言う。

③ 間違えたり，タイミングが遅れたりしたプ
レーヤーは脱落する。

FizzBuzz 実行結果

1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz

1 for i in range(1,101):

2     if i%15==0:

3         print('FizzBuzz')

4     elif i%3==0:

5         print('Fizz')

6     elif i%5==0:

7         print('Buzz')

8     else :

9         print(i)

▼Python

プログラミングする
とこうなります

Pythonのコマンド
●print（ ）
(　) 内を画面に表示する。
●range（値1，値2）
値1以上値2未満の整数
の並びを作る。値が1つ
の場合は0から値未満の
整数の並びを作る。

input（ ）
キーボードに入力した値
を取得する。（''）内に入
力した文字は，入力待ち
の際に表示される。
●append（ ）
リストに要素を追加する。

リストの先頭は
0番目として
扱われます

　 リストは，Pythonの機能である。JavaScript
では配列という機能になる。
❶

　 　　　と表すとき，3を添え字という。❷ a[3]
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オープンソース（open	source）／プログラミング言語で書かれたコンピュータプログラムをソースコー
ドといい，これが広く一般に公開されているものをオープンソースとよぶ。

LINK
文字のデジタル表現

>> 40ページ
機種依存文字

　受け取ったメールの文字がおかしな表示になっ
ていて，読めなかったことはないだろうか。それ
は送信側と受信側のコンピュータ環境やコード体
系の違いのためである。
　コンピュータには，機種やO

オー
S
エス

によって文字

コードの割り振りが違う文字があり，それを機種
依存文字という。
　コード体系の違いの場合は，表示モードを適正
な文字コードにすることで解決できる。

章末資料
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8740/8741/
8742/8743/
8744/8745/
8746/8747/
8748/8749

文字コード①/②/③/④/⑤/
⑥/⑦/⑧/⑨/⑩ Ⅰ， Ⅱ， Ⅲ， Ⅳ など

ローマ数字

㈱，℡，♥など
特殊記号

㍉，㌢，㎜，㎝など
単位記号

神，﨑，珉 など
拡張文字

㈰ / ㈪ / ㈫ / ㈬ / ㈭ /
㈮ / ㈯ / ㉀ / ㈷ / ㉂

機種依存文字の例

色の表現

　コンピュータのディスプレイは，赤（R
アール
：R

レ ッ ド
ed），

緑（G
ジー

：G
グ リ ー ン
reen），青（B

ビー
：B

ブ ル ー
lue）の光

ひかり
の三

さん
原
げん

色
しょく

によって表現されている。暗いディスプレイ
に色を加えることにより明るさが増し，白に近
づく。これを加

か
法
ほう
混
こん
色
しょく

という。
　一般的なデジタルカメラの画像は，画素の
RGBの値をそれぞれ256段階で記録する。こ
れをフルカラーとよび，約1,677万色が表現
できる。
　これに対して，絵の具は色を加えるほど黒に
近づく。これを減

げん
法
ぽう
混
こん
色
しょく

という。色の三原色と
は，あらゆる色を表現するための基本となる色
で， シ ア ン（C

シー
：C

シ ア ン
yan）， マ ゼ ン タ（M

エム
：

M
マ ゼ ン タ
agenta），イエロー（Y

ワイ
：Y

イ エ ロ ー
ellow）の3色を

指す。カラープリンタは，これに基調となる黒
（K

ケー
：K

キ ー
ey p

プ レ ー ト
late）を加え，C

シーエムワイケー
MYKの4色のイ

ンクを混合して利用しているものが多い。

LINK
 画像のデジタル化

>> 44ページ
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シアン マゼンタ イエロー

加法混色 減法混色

白

Ｒ
Ｍ

Ｂ Ｃ Ｇ
Ｙ

黒

黒

Ｃ
Ｇ

Ｙ Ｒ Ｍ
Ｂ

白

印刷物のシアン，マゼンタ，イエロー
の色に，赤，緑，青の光を当てると
どうなるでしょうか

光の三原色と	
色の三原色情 1_13

62
0011  1110

色の識別性
章末資料
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LINK
 情報デザイン

>> 54ページデザインで問題解決
　自動改札が導入されるまで，駅の改札では，係
員が目視で切符や定期券を確認していた。朝夕の
ラッシュ時には多くの利用客が改札を通過するた
め，1人1人の切符を見分けるのはたいへんなこ
とだった。
　大阪のある路線では，切符の漢字のデザインが
下の写真のように変更された。

　梅田の「田」の字が「口メ」になっている。この
路線は「田」の字が付く駅が多く，最も利用客の
多い梅田駅の切符をほかの駅の切符と見分けるた
めの工夫であった。　

　現在は，全ての駅に自動改札機が導入されて，
「口メ」の字を使う必要はなくなった。しかし，駅
名が大阪梅田に変わった今でも，この駅では慣れ
親しんだ梅「　」の切符を購入することができる。口メ

章末資料
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池田

園田

梅田

山田

吹田 富田

標識で使われる色 色彩へのイメージ

注意警告・明示

色名 表示内容

赤

黄赤

黄

緑

青

赤紫

黒

白

対 

比 

色

防火・禁止・停止

注意警告・明示

安全状態・進行

指示・誘導

放射能

境界線

通路

赤

橙

黄

緑

青

紫

黒

白

色名 プラスイメージ マイナスイメージ
情熱的 
活動的

安っぽい
派手

さわやか
クール

寂しい
冷淡

陽気
若々しい

騒々しい 
幼稚

新鮮
すがすがしい

毒々しい
未熟　　

高貴  豪華 不満  不安

健康的
開放的

衝動的
攻撃的

高級  重厚感 不吉  絶望

すっきり
上品 空虚  孤独

※JISで定めた安全色と，対比色の表示内容を表
　にまとめたもの。

安 

全 

色

色彩の基礎知識
>> 182ページ

カラーバリアフリー
>> 59ページ

LINK

陽気な
人なの
かな…

　色には，人々が感じる共通の
イメージがある。例えば赤は火
をイメージさせ，そこから「情
熱的」といった色彩の印象につ
ながっている。このような色か
ら感じるイメージが，標識に活
用されている。
　工事現場など危険性が高い施
設の標識は，事故を防止するた
めに，見てすぐに識別でき，意
味を理解しやすい色が求められ
ている。

口梅 メ
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関連 >> 74ページ　処理の仕組み

ソフトウェアはどのような働きをしているのだろうか。

ソフトウェア
28
　ソフトウェアは，コンピュータを動かす仕組みやプログラム，デー
タのように，触れることができないものを指す。一般にソフトウェ
アは，基

き

本
ほん

ソフトウェアと特定の業務をするための応
おう

用
よう

ソフトウェ
アに大別できる。
　基本ソフトウェア　ハードウェアと応用ソフトウェアの仲介を行
い，コンピュータの中核となるソフトウェアを基本ソフトウェアと
いう。ハードウェアや応用ソフトウェアの管理を主な仕事とし，次
のような管理とユーザインタフェースの作業を行う。

　応用ソフトウェア　文書処理，表計算，プレゼンテーション，画
像処理，W

ウ ェ ブ

ebブラウザなど，特定の目的の作業に用いるソフトウェ
アを応用ソフトウェアという。これらは全て，基本ソフトウェア上
で動作している。

ソフトウェアの種類1

❶

図1▲ 		基本ソフトウェアの上で動作するさまざまな応用ソフトウェア

	基本ソフトウェア
オペレーティングシステム

（O
オーエス

S）といわれることもある。

応用ソフトウェア
アプリケーションソフトウェ
アともいう。

❷			タスク
［task］仕事や作業のまとま
りのこと。

　 利用者とコンピュータと
の間の入出力の手段。C

シー
U
ユー

I
アイ

やG
ジー

U
ユー

I
アイ
，音声入出力，タッ

チパネルなどがある。

❶

◉ ファイル管理� ファイルの記録などを管理する。
◉メモリ管理� �各種のソフトウェアが使うメモリの割り当てを

管理する。
◉タスク管理� �ソフトウェアの実行の順序やC

シーピーユー
PUへの割り当

てなどを管理する。
◉入出力管理� �キーボードやマウス，ディスプレイなどのハー

ドウェアを管理する。
◉ネットワーク管理� �ほかのコンピュータとの通信の状態を管理する。

❷

LINK
CUIとGUI

>> 56ページ

MEMO

基本ソフトウェアには，
ハードウェアの違いを吸収
する働きがある。どのコン
ピュータの上でも基本ソフ
トウェアが同じように動作
するのはその働きのためで
ある。

お知
らせ
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絵コンテ		 	145
　作品のイメージをイラストなどで表現し
た表。

炎上		 	147
　強い意見や批判により攻撃的論争になっ
ている状態のこと。フレーミング（flaming）
ともいう。

応用ソフトウェア		 	72
　基本ソフトウェアが稼働している環境で
動作する，特定の業務を行うためのソフト
ウェア。アプリケーションソフトウェアと
いうこともある。文書処理ソフトウェアや
ブラウザも応用ソフトウェアである。

	【か行】

回線交換方式		 	106
　情報のやりとりを行う際に相手との間で
通信経路を確立してから通信する方式。通
信の開始から終了まで通信経路を占有する。

解像度		 	44
　画像を表示する際の画素の密度を表した
もの。ディスプレイの表示に用いられる総
画素数を画面解像度とよぶことがある。

階調		 	44
　色の濃淡や明るさを段階的に表すこと，
もしくはその段階の数を指す。数が多いほ
ど色の変化が滑らかに表現される。段階の
数が2であれば1ビットの情報が，段階の
数が256であれば8ビットの情報がそれぞ
れ必要になる。

顔文字		 	5
　数字や記号などを組み合わせて顔の表情
に見えるようにしたもの。主にテキストデー
タを用いた電子メールなどで「うれしい」
や「悲しい」といった気持ちを表現するた
めに使われる。 
可逆圧縮		 	46
　圧縮されたデータから，元と完全に同じ
データに復元できる圧縮方式。

架空請求		 	25
　根拠のない契約に基づいて請求書を送り
つけ，支払いを不当に要求する手口の詐欺。

拡張子		 	168
　ファイルの種類を区別するためにファイ
ル名の末尾に付けられる文字列で，半角の
ピリオドの後に続く半角英数字の部分。ファ
イルの形式や，扱うことのできる応用ソフ
トウェアの種類を表すために利用される。

画素		 	44
　ディスプレイに画像を表示するときの最
小単位。デジタルカメラで光を信号に変換
する素子のことを指す場合もある。ピクセ
ルともいう。

画像処理ソフトウェア　　	
　コンピュータで絵や図形を描いたり，写
真画像を加工したりするときに使用するソ
フトウェア。ドロー系ソフトウェアとペイ
ント系ソフトウェアがある。

加法混色		 	62
　赤（R），緑（G），青（B）の光の三原色
によって色を表現する方法。ディスプレイ
での表示などで用いられる。

カラーバリアフリー		 	59					
color barrier free
　色覚の異なる人にも情報が適切に伝わる
ように，使用する色や表現方法を工夫する
こと。

関係データベース		 	119
　蓄積管理する情報を関係付けられた複数
の表で管理するデータベースのこと。リレー
ショナルデータベースとよぶこともある。

関数		 	87
　プログラミングにおいて，あるまとまっ
た処理に名前を付けたもの。プログラムの
中ではその名前を用いて命令を指示するこ
とにより処理が実行される。
　表計算ソフトウェアなどで，用途ごとに
あらかじめ用意されている計算式である
SUM（合計），AVERAGE（平均）なども
関数とよばれる。

キーワード検索		 	8
keyword search
　キーワードを入力することで， それに関
連した情報を検索すること。

記憶装置		 	74
　コンピュータで処理するプログラムや
データを記憶しておく装置。メインメモリ
（主記憶装置）と補助記憶装置がある。

機械語		 	82
　コンピュータが直接解釈し実行すること
ができる言語。マシン語ともいう。

機種依存文字		 	41，62
　特定のコンピュータや基本ソフトウェア
だけで有効な文字。Webページなどではブ
ラウザの動作する環境が多様なので使用し
ないのが原則である。

基本ソフトウェア		 	72
　コンピュータを制御し，応用ソフトウェ
アを実行可能な環境にするためのソフト
ウェア。オペレーティングシステム（OS）
といわれることもある。

基本論理回路		 	76
　コンピュータの回路の基本的な構成要素
にあたるAND回路，OR回路，NOT回路
のこと。

クーリング・オフ制度
　消費者保護のため，一定の契約に限り，
契約を結んだ後でも，一定期間内であれば，
消費者が理由なしで一方的に契約を解除す
ることを認める制度。

組み込み系ソフトウェア		 	71
　家電や自動車などに内蔵され，特定の機
能を備えたソフトウェア。

クライアントサーバシステム		 	108
client-server system
　情報やサービスを提供するサーバとそれ
らを受け取るクライアントをコンピュータ
ネットワークで接続し，クライアントの要
求にサーバが応答する形態のネットワーク
システム。

クラウドサービス		 	49
cloud service
　情報通信ネットワーク上のサーバから，
必要に応じてデータやソフトウェアを利用
するサービス。

クリエイティブ・コモンズ		 	115
creative commons
　著作者が使用許諾の条件を積極的に開示
することで，著作物を再利用されやすくす
る仕組みのこと。もしくはこれを推奨して
いる団体のこと。

グループウェア
groupware
　ネットワークの機能を利用して，情報共
有やコミュニケーションの効率化を図り，
グループによる作業を支援するソフトウェ
アの総称。

クロック周波数		 	74
clock frequency
　コンピュータの各回路が同期を取るため
に用いられる信号の1秒あたりの発振回数。
CPUが動作する速さに関係し，一般的には
GHz（ギガヘルツ）という単位で表す。

検索エンジン		 	8
search engine
　インターネットにある情報を検索するた
めのシステム。サーチエンジンともいう。

減法混色		 	62
　シアン（C），マゼンタ（M），イエロー（Y）
の色の三原色によって色を表現する方法。
カラープリンタなどで用いられる。

コーディング		 	82
coding
　プログラミング言語を用いて，一連の手
続きをソースコードという形式で表現する
こと。

コーデック		 	121
CODEC
　データを符号化，あるいは復号するため
のソフトウェアやハードウェアのこと。

個人情報		 	14
　名前や住所など，生存している個人を識
別できる情報のこと。電話番号や生年月日
など，ほかの情報と照合すれば容易に個人
を識別できる情報も個人情報となる。

個人情報の保護に関する法律		
	 	15，187
　個人情報の扱いに伴う人権侵害から，個
人を保護することを目的とした法律。

コンピュータウイルス		 	25
computer virus
　コンピュータに入り込んで，データを壊
したり，ソフトウェアが誤作動したりする
ように作られたプログラム。

コンピュータグラフィックス	
CG：Computer Graphics
　コンピュータを利用して作られたイラス
トや画像の総称。

コンピュータの五大装置		 	74
　コンピュータを構成する基本的な装置の
ことで，演算装置，制御装置，記憶装置，
入力装置，出力装置の5つを指す。
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STEP4リストを使う❶

STEP5合計と平均を求める

実行結果 goukei15

heikin3

実行結果 [5,12,7,9,5]

9

[5,12,7,9,5,33]

▼JavaScript
4 let i;

5 let a=[1,2,3,4,5];

6 let sum=0;

7 for (i=0;i<a.length;i++){

8   sum=sum+a[i];

9 }

10 document.write('goukei'+ sum);

11
document.write('heikin'+ sum/
a.length);

▼JavaScript
4 let a=[5,12,7,9,5];

5 document.write(a);

6 document.write(a[3]);

7 a.push(33);

8 document.write(a);　

1 a=[1,2,3,4,5] リストaを作成

2 sum=0 変数sumに0を代入

3
for i in range(len(a)):  変数iを0から1ずつ増やしながら

リストaの長さ未満まで繰り返し

4
    sum=sum+a[i]  sumにリストのi番目の要素を足し

てsumに代入

5 print('goukei',sum) goukeiと変数sumを表示

6
print('heikin',sum/len(a))  heikinと変数sumをリストの長

さで割った値を表示

▼Python

1 a=[5,12,7,9,5] リストaを作成

2 print(a) リストa全体を表示

3 print(a[3]) リストaの3番目の要素を表示

4 a.append(33) リストaに要素「33」を追加

5 print(a) リストa全体を表示

❷

▼Python

数学の
表記 演算子

足し算 + +
引き算      -      -
掛け算 × *

割り算 ÷ /

演算子
計算のための記号。

演算子 例 結果
商 // 9//4 2

余り % 9%4 1
累乗 ** 3**4 81

演算子 意味

A < B AはBより小さい

A < = B AはB以下

A > B AはBより大きい

A > = B AはB以上

A = = B AとBは等しい

A ! = B AとBは等しくない

比較演算子
値を比較するための演算子。

COLUMN

　FizzBuzzとは，次のようなゲームである。

①複数のプレーヤーが，1から順に整数を言う。
② ただし，3の倍数ならFizz，5の倍数なら

Buzz，3と5の両方の倍数ならFizzBuzz
という言葉を，数の代わりに言う。

③ 間違えたり，タイミングが遅れたりしたプ
レーヤーは脱落する。

FizzBuzz 実行結果

1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz

1 for i in range(1,101):

2     if i%15==0:

3         print('FizzBuzz')

4     elif i%3==0:

5         print('Fizz')

6     elif i%5==0:

7         print('Buzz')

8     else:

9         print(i)

▼Python

プログラミングする
とこうなります

Pythonのコマンド
●print（ ）
(　) 内を画面に表示する。
●range（値1，値2）
値1以上値2未満の整数
の並びを作る。値が1つ
の場合は0から値未満の
整数の並びを作る。

●input（ ）
キーボードに入力した値
を取得する。（''）内に入
力した文字は，入力待ち
の際に表示される。
●append（ ）
リストに要素を追加する。

リストの先頭は
0番目として
扱われます

　 リストは，Pythonの機能である。JavaScript
では配列という機能になる。
❶

　 　　　と表すとき，3を添え字という。❷ a[3]
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STEP4リストを使う❶

STEP5合計と平均を求める

実行結果 goukei15

heikin3

実行結果 [5,12,7,9,5]

9

[5,12,7,9,5,33]

▼JavaScript
4 let i;

5 let a=[1,2,3,4,5];

6 let sum=0;

7 for (i=0;i<a.length;i++){

8   sum=sum+a[i];

9 }

10 document.write('goukei'+ sum);

11
document.write('heikin'+ sum/
a.length);

▼JavaScript
4 let a=[5,12,7,9,5];

5 document.write(a);

6 document.write(a[3]);

7 a.push(33);

8 document.write(a);　

1 a=[1,2,3,4,5] リストaを作成

2 sum=0 変数sumに0を代入

3
for i in range(len(a)):  変数iを0から1ずつ増やしながら

リストaの長さ未満まで繰り返し

4
    sum=sum+a[i]  sumにリストのi番目の要素を足し

てsumに代入

5 print('goukei',sum) goukeiと変数sumを表示

6
print('heikin',sum/len(a))  heikinと変数sumをリストの長

さで割った値を表示

▼Python

1 a=[5,12,7,9,5] リストaを作成

2 print(a) リストa全体を表示

3 print(a[3]) リストaの3番目の要素を表示

4 a.append(33) リストaに要素「33」を追加

5 print(a) リストa全体を表示

❷

▼Python

数学の
表記 演算子

足し算 + +
引き算      -      -
掛け算 × *

割り算 ÷ /

演算子
計算のための記号。

演算子 例 結果
商 // 9//4 2

余り % 9%4 1
累乗 ** 3**4 81

演算子 意味

A < B AはBより小さい

A < = B AはB以下

A > B AはBより大きい

A > = B AはB以上

A = = B AとBは等しい

A ! = B AとBは等しくない

比較演算子
値を比較するための演算子。

COLUMN

　FizzBuzzとは，次のようなゲームである。

①複数のプレーヤーが，1から順に整数を言う。
② ただし，3の倍数ならFizz，5の倍数なら

Buzz，3と5の両方の倍数ならFizzBuzz
という言葉を，数の代わりに言う。

③ 間違えたり，タイミングが遅れたりしたプ
レーヤーは脱落する。

FizzBuzz 実行結果

1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz

1 for i in range(1,101):

2     if i%15==0:

3         print('FizzBuzz')

4     elif i%3==0:

5         print('Fizz')

6     elif i%5==0:

7         print('Buzz')

8     else :

9         print(i)

▼Python

プログラミングする
とこうなります

Pythonのコマンド
●print（ ）
(　) 内を画面に表示する。
●range（値1，値2）
値1以上値2未満の整数
の並びを作る。値が1つ
の場合は0から値未満の
整数の並びを作る。

input（ ）
キーボードに入力した値
を取得する。（''）内に入
力した文字は，入力待ち
の際に表示される。
●append（ ）
リストに要素を追加する。

リストの先頭は
0番目として
扱われます

　 リストは，Pythonの機能である。JavaScript
では配列という機能になる。
❶

　 　　　と表すとき，3を添え字という。❷ a[3]
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オープンソース（open	source）／プログラミング言語で書かれたコンピュータプログラムをソースコー
ドといい，これが広く一般に公開されているものをオープンソースとよぶ。

　項目ごとの影響を調べる　曜日と天候が入場者数にどのように影
響を与えているかを調べるため，曜日ごとと天候ごとの平均入場者
数を集計する。

　項目ごとの影響の強さをグラフで表現する　集計結果をグラフで
表し，その要因がどの程度の影響を与えているか検討する。

　分析の結果から，曜日別では土日，天候では晴れが入場者数の増
加に寄与すると考えられる。そこで全体の平均を基本とし，曜日と
天候による増減を加えるモデル式を作成する。

　モデル式から導き出した入場者推測数を実際の値と比較して，モ
デルを評価する。

STEP2分析結果を基にモデルを作る

STEP3モデルを評価する

表2▼ 		曜日ごとの平均入場者数 表3▼ 		天候ごとの平均入場者数

図2▲ 		曜日が入場者数に与える影響 図3▲ 		天候が入場者数に与える影響

曜日 入場者数 件
数 平均 平均−

全体平均
月 97,970 5 19,594 －559
火 58,575 4 14,644 －5,509
水 56,008 4 14,002 －6,151
木 46,586 4 11,647 －8,506
金 54,659 4 13,665 －6,488
土 130,624 5 26,125 5,972
日 180,323 5 36,065 15,912

全体 624,745 31 20,153

天候 入場者数 件
数 平均 平均−

全体平均
晴 466,499 20 23,325 3,172
曇  44,792  3 14,931 －5,222
雨 113,454  8 14,182 －5,971

全体 624,745 31 20,153

月日 曜日 天候 実績数 推測数 評価値
6月13日 水 晴 14,807 17,174 19.6
6月16日 土 曇 28,753

❶

表4▼ 		モデルの評価

STEP2のモデルから6月
16日（土）「曇」の入場者
数を推測しなさい。

問題
6月13日（水）「天気予報：晴」の入場者推定数は，以下のようになる。

=17,174（人）+ +

-10,000
-5,000

0
5,000

10,000
15,000
20,000

（人）

月 水 金 土 日木火

-8,000
-6,000
-4,000
-2,000

0
2,000
4,000

晴 曇 雨

（人） グラフで可視化
することにより
入場者数への影
響が分かります

　 実績数と推測数からモデ
ルの妥当性を評価する。
❶

評価値

×100＝
実績数ー推測数

実績数

〔20,153〕
入場者数の全体平均

〔水：－6,151〕
曜日による差

〔晴：3,172〕
天候による差
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ランダムウォーク（random	walk）／不確実な現象をモデル化したもの。物理学のブラウン運動や，株価
の変動など規則性のないものを表現する場合に用いられる。酔っ払いの歩き方に例えて酔歩ともよばれる。47
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STEP4リストを使う❶

STEP5合計と平均を求める

実行結果 goukei15

heikin3

実行結果 [5,12,7,9,5]

9

[5,12,7,9,5,33]

▼JavaScript
4 let i;

5 let a=[1,2,3,4,5];

6 let sum=0;

7 for (i=0;i<a.length;i++){

8   sum=sum+a[i];

9 }

10 document.write('goukei'+ sum);

11
document.write('heikin'+ sum/
a.length);

▼JavaScript
4 let a=[5,12,7,9,5];

5 document.write(a);

6 document.write(a[3]);

7 a.push(33);

8 document.write(a);　

1 a=[1,2,3,4,5] リストaを作成

2 sum=0 変数sumに0を代入

3
for i in range(len(a)):  変数iを0から1ずつ増やしながら

リストaの長さ未満まで繰り返し

4
    sum=sum+a[i]  sumにリストのi番目の要素を足し

てsumに代入

5 print('goukei',sum) goukeiと変数sumを表示

6
print('heikin',sum/len(a))  heikinと変数sumをリストの長

さで割った値を表示

▼Python

1 a=[5,12,7,9,5] リストaを作成

2 print(a) リストa全体を表示

3 print(a[3]) リストaの3番目の要素を表示

4 a.append(33) リストaに要素「33」を追加

5 print(a) リストa全体を表示

❷

▼Python

数学の
表記 演算子

足し算 + +
引き算      -      -
掛け算 × *

割り算 ÷ /

演算子
計算のための記号。

演算子 例 結果
商 // 9//4 2

余り % 9%4 1
累乗 ** 3**4 81

演算子 意味

A < B AはBより小さい

A < = B AはB以下

A > B AはBより大きい

A > = B AはB以上

A = = B AとBは等しい

A ! = B AとBは等しくない

比較演算子
値を比較するための演算子。

COLUMN

　FizzBuzzとは，次のようなゲームである。

①複数のプレーヤーが，1から順に整数を言う。
② ただし，3の倍数ならFizz，5の倍数なら

Buzz，3と5の両方の倍数ならFizzBuzz
という言葉を，数の代わりに言う。

③ 間違えたり，タイミングが遅れたりしたプ
レーヤーは脱落する。

FizzBuzz 実行結果

1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz

1 for i in range(1,101):

2     if i%15==0:

3         print('FizzBuzz')

4     elif i%3==0:

5         print('Fizz')

6     elif i%5==0:

7         print('Buzz')

8     else:

9         print(i)

▼Python

プログラミングする
とこうなります

Pythonのコマンド
●print（ ）
(　) 内を画面に表示する。
●range（値1，値2）
値1以上値2未満の整数
の並びを作る。値が1つ
の場合は0から値未満の
整数の並びを作る。

●input（ ）
キーボードに入力した値
を取得する。（''）内に入
力した文字は，入力待ち
の際に表示される。
●append（ ）
リストに要素を追加する。

リストの先頭は
0番目として
扱われます

　 リストは，Pythonの機能である。JavaScript
では配列という機能になる。
❶

　 　　　と表すとき，3を添え字という。❷ a[3]
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オープンソース（open	source）／プログラミング言語で書かれたコンピュータプログラムをソースコー
ドといい，これが広く一般に公開されているものをオープンソースとよぶ。

　項目ごとの影響を調べる　曜日と天候が入場者数にどのように影
響を与えているかを調べるため，曜日ごとと天候ごとの平均入場者
数を集計する。

　項目ごとの影響の強さをグラフで表現する　集計結果をグラフで
表し，その要因がどの程度の影響を与えているか検討する。

　分析の結果から，曜日別では土日，天候では晴れが入場者数の増
加に寄与すると考えられる。そこで全体の平均を基本とし，曜日と
天候による増減を加えるモデル式を作成する。

　モデル式から導き出した入場者推測数を実際の値と比較して，モ
デルを評価する。

STEP2分析結果を基にモデルを作る

STEP3モデルを評価する

表2▼ 		曜日ごとの平均入場者数 表3▼ 		天候ごとの平均入場者数

図2▲ 		曜日が入場者数に与える影響 図3▲ 		天候が入場者数に与える影響

曜日 入場者数 件
数 平均 平均−

全体平均
月 97,970 5 19,594 －559
火 58,575 4 14,644 －5,509
水 56,008 4 14,002 －6,151
木 46,586 4 11,647 －8,506
金 54,659 4 13,665 －6,488
土 130,624 5 26,125 5,972
日 180,323 5 36,065 15,912

全体 624,745 31 20,153

天候 入場者数 件
数 平均 平均−

全体平均
晴 466,499 20 23,325 3,172
曇  44,792  3 14,931 －5,222
雨 113,454  8 14,182 －5,971

全体 624,745 31 20,153

月日 曜日 天候 実績数 推測数 評価値
6月13日 水 晴 14,807 17,174 16.0
6月16日 土 曇 28,753

❶

表4▼ 		モデルの評価

STEP2のモデルから6月
16日（土）「曇」の入場者
数を推測しなさい。

問題
6月13日（水）「天気予報：晴」の入場者推定数は，以下のようになる。

=17,174（人）+ +

-10,000
-5,000

0
5,000

10,000
15,000
20,000

（人）

月 水 金 土 日木火

-8,000
-6,000
-4,000
-2,000

0
2,000
4,000

晴 曇 雨

（人） グラフで可視化
することにより
入場者数への影
響が分かります

　 実績数と推測数からモデ
ルの妥当性を評価する。
❶

評価値

×100＝
実績数ー推測数

実績数

〔20,153〕
入場者数の全体平均

〔水：－6,151〕
曜日による差

〔晴：3,172〕
天候による差
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No.

0101  1111

ランダムウォーク（random	walk）／不確実な現象をモデル化したもの。物理学のブラウン運動や，株価
の変動など規則性のないものを表現する場合に用いられる。酔っ払いの歩き方に例えて酔歩ともよばれる。47
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訂正箇所 原　　　文ページ 行

評価
できなかった できた できなかった できたプログラムを正しく

動作させることができた。
リストの仕組みや操作が
理解できた。

　辞書（dic）にある言葉のほか，利用者が入力した言葉で返事が来るようにする。

	 辞書に追加しながら会話する3STEP

1 import random randomを利用できるようにする

2 dic=['Hello','Good Morning','Hi!'] リストdic（辞書）を作成（適宜追加する）

3 for i in range(5): iを0から1ずつ増やしながら5未満の間繰り返し

4     msg=input(random.choice(dic)+' > ') リストdic（辞書）からランダムに選んで表示し，入力させる

5     dic.append(msg) 入力されたmsg（メッセージ）をリストdic（辞書）に追加

　既に辞書（dic）にある単語は追加しないようにする。
　辞書の内容を表示する「print(dic)」を実行すると，追加された単語が分かる。

	 辞書にない単語を追加しながら会話する4STEP

1 import random randomを利用できるようにする

2 dic=['Hello','Good Morning','Hi!'] リストdic（辞書）を作成（適宜追加する）

3 for i in range(5): iを0から1ずつ増やしながら5未満の間繰り返し

4     msg=input(random.choice(dic)+' > ') リストdic（辞書）からランダムに選んで表示し，入力させる

5     if msg not in dic: もし入力されたmsg（メッセージ）がリストdic（辞書）になければ

6         dic.append(msg) msg（メッセージ）をリストdic（辞書）に追加

7 print(dic) dic（辞書）を表示

実行結果

Good Morning > おはよう
Hi! > こんにちは!
おはよう > 元気!
元気! > 私も!
Hello > Hello!!

['Hello','Good Morning','Hi','おはよう','こんにちは!','元気!','私も!','Hello!!']

辞書（dic）のリスト要素が10個
になるまで続けるようにプログラ
ムを修正してみましょう

153

2章

3章

4章

実
習
編

5章
問
題
解
決

1章

No.

76
1001  1001

最初の映像／世界で初めてブラウン管を用いた電子映像表示に成功したのは日本の高
たか
柳
やなぎ
健
けん
次
じ
郎
ろう
である。

1926年にカタカナの「イ」をブラウン管上に表示させることに成功した。

153 中央
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訂正箇所 訂　　　正　　　文ページ 行

評価
できなかった できた できなかった できたプログラムを正しく

動作させることができた。
リストの仕組みや操作が
理解できた。

　辞書（dic）にある言葉のほか，利用者が入力した言葉で返事が来るようにする。

	 辞書に追加しながら会話する3STEP

1 import random randomを利用できるようにする

2 dic=['Hello','Good Morning','Hi!'] リストdic（辞書）を作成（適宜追加する）

3 for i in range(5): iを0から1ずつ増やしながら5未満の間繰り返し

4     msg=input(random.choice(dic)+' > ') リストdic（辞書）からランダムに選んで表示し，入力させる

5     dic.append(msg) 入力されたmsg（メッセージ）をリストdic（辞書）に追加

　既に辞書（dic）にある単語は追加しないようにする。
　辞書の内容を表示する「print(dic)」を実行すると，追加された単語が分かる。

	 辞書にない単語を追加しながら会話する4STEP

1 import random randomを利用できるようにする

2 dic=['Hello','Good Morning','Hi!'] リストdic（辞書）を作成（適宜追加する）

3 for i in range(5): iを0から1ずつ増やしながら5未満の間繰り返し

4     msg=input(random.choice(dic)+' > ') リストdic（辞書）からランダムに選んで表示し，入力させる

5     if msg not in dic: もし入力されたmsg（メッセージ）がリストdic（辞書）になければ

6         dic.append(msg) msg（メッセージ）をリストdic（辞書）に追加

7 print(dic) dic（辞書）を表示

実行結果

Good Morning > おはよう
Hi! > こんにちは!
おはよう > 元気!
元気! > 私も!
Hello > Hello!!

['Hello','Good Morning','Hi','おはよう','こんにちは!','元気!','私も!','Hello!!']

辞書（dic）のリスト要素が10個
になるまで続けるようにプログラ
ムを修正してみましょう

153
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最初の映像／世界で初めてブラウン管を用いた電子映像表示に成功したのは日本の高
たか
柳
やなぎ
健
けん
次
じ
郎
ろう
である。

1926年にカタカナの「イ」をブラウン管上に表示させることに成功した。
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訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行
いろいろな法律
著作権法

1970（昭和45）年5月6日公布，2018（平成30）年７月13日改正（抜粋）

第一条（目的）　この法律は，著作物並びに実演，レコード，放送
及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め，
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ，著作者等の権利の
保護を図り，もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第十条（著作物の例示）　この法律にいう著作物を例示すると，お
おむね次のとおりである。
　一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
　二　音楽の著作物
　三　舞踊又は無言劇の著作物
　四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
　五　建築の著作物
　六　 地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型その他の図

形の著作物
　七　映画の著作物
　八　写真の著作物
　九　プログラムの著作物
２　事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第一号に掲
げる著作物に該当しない。
３　第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は，
その著作物を作成するために用いるプログラム言語，規約及び解法
に及ばない。この場合において，これらの用語の意義は，次の各号
に定めるところによる。
　一　 プログラム言語　プログラムを表現する手段としての文字そ

の他の記号及びその体系をいう。
　二　 規約　特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用

法についての特別の約束をいう。
　三　 解法　プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せ

の方法をいう。

第十八条（公表権）　著作者は，その著作物でまだ公表されていな
いもの（その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条
において同じ。）を公衆に提供し，又は提示する権利を有する。当
該著作物を原著作物とする二次的著作物についても，同様とする。
第十九条（氏名表示権）　著作者は，その著作物の原作品に，又は
その著作物の公衆への提供若しくは提示に際し，その実名若しくは
変名を著作者名として表示し，又は著作者名を表示しないこととす
る権利を有する。
第二十条（同一性保持権）　著作者は，その著作物及びその題号の
同一性を保持する権利を有し，その意に反してこれらの変更，切除
その他の改変を受けないものとする。

第三十条（私的使用のための複製）　著作権の目的となつている著
作物（以下この款において単に「著作物」という。）は，個人的に
又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ
と（以下「私的使用」という。）を目的とするときは，次に掲げる
場合を除き，その使用する者が複製することができる。
　一　 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複

製機器（複製の機能を有し，これに関する装置の全部又は主
要な部分が自動化されている機器をいう。）を用いて複製す
る場合

　二　 技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規定する信
号の除去若しくは改変（記録又は送信の方式の変換に伴う技
術的な制約による除去又は改変を除く。）【省略】を行うこと
により，当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし，又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結
果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二

第一号及び第二号において同じ。）により可能となり，又は
その結果に障害が生じないようになつた複製を，その事実を
知りながら行う場合

　三　 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送
信であつて，国内で行われたとしたならば著作権の侵害とな
るべきものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音又
は録画を，その事実を知りながら行う場合

２　私的使用を目的として，デジタル方式の録音又は録画の機能を
有する機器（放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通
常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機そ
の他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有す
るものを除く。）であつて政令で定めるものにより，当該機器によ
るデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政
令で定めるものに録音又は録画を行う者は，相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。
第三十二条（引用）　公表された著作物は，引用して利用すること
ができる。この場合において，その引用は，公正な慣行に合致する
ものであり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行なわれるものでなければならない。
２　国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人又は地方独立行
政法人が一般に周知させることを目的として作成し，その著作の名
義の下に公表する広報資料，調査統計資料，報告書その他これらに
類する著作物は，説明の材料として新聞紙，雑誌その他の刊行物に
転載することができる。ただし，これを禁止する旨の表示がある場
合は，この限りでない。
第三十五条（学校その他の教育機関における複製等）　学校その他
の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）にお
いて教育を担任する者及び授業を受ける者は，その授業の過程にお
ける利用に供することを目的とする場合には，その必要と認められ
る限度において，公表された著作物を複製し，若しくは公衆送信（自
動公衆送信の場合にあつては，送信可能化を含む。以下この条にお
いて同じ。）を行い，又は公表された著作物であつて公衆送信され
るものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし，当
該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製，公衆
送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することと
なる場合は，この限りでない。
第四十七条の三（プログラムの著作物の複製物の所有者による複製
等）　プログラムの著作物の複製物の所有者は，自ら当該著作物を
電子計算機において実行するために必要と認められる限度において，
当該著作物を複製することができる。ただし，当該実行に係る複製
物の使用につき，第百十三条第二項の規定が適用される場合は，こ
の限りでない。

第五十一条（保護期間の原則）　著作権の存続期間は，著作物の創
作の時に始まる。
２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，著作者の死
後（共同著作物にあつては，最終に死亡した著作者の死後。次条第
一項において同じ。）七十年を経過するまでの間，存続する。

第百十九条　著作権，出版権又は著作隣接権を侵害した者（第三十
条第一項（第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項に
おいて同じ。）に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しく
は実演等の複製を行つた者，第百十三条第三項の規定により著作権，
出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つ
た者，同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権（同条第
五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条
の二第三号において同じ。）を侵害する行為とみなされる行為を行
つた者，第百十三条第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権
を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しく
は第四号に掲げる者を除く。）は，十年以下の懲役若しくは千万円
以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

第一章　総則
第一節　通則

第二章　著作者の権利
第一節　著作物

第三節　権利の内容
第二款　著作者人格権

第五款　著作権の制限

第四節　保護期間

第八章　罰則

186
1011  1010

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）

2003（平成15）年5月30日公布，2018（平成30）年7月27日改正（抜粋）

第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人
情報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取
扱いに関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人
情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者
の遵守すべき義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果
的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国
民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に
配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個
人に関する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをい
う。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と
容易に照合することができ，それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を
取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）
をできる限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらか
じめ本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的
の達成に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正
の手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業
者は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表
している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，
又は公表しなければならない。

第二十三条（第三者提供の制限）個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データ
を第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であ

って，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必

要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難である
とき。

　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法
令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行
に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第七十六条　（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に
掲げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一
部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定
は，適用しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業とし

て行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそ

れらに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又は
これらであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データ
ベース等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）
を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用
したときは，一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第一章　総則

第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第六章　雑則

第七章　罰則

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，
これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会
による援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行わ
れる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現
される電気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社
会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気
通信回線に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」とい
う。）の利用（当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特

定利用」という。）につき当該特定電子計算機の動作を管理する者
をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為を
してはならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者にな
りすまし，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲
げる行為をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を
得てする場合は，この限りでない。【省略】

2001（平成13）年11月30日公布，2013（平成25）年４月26日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によ
って権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定
めるものとする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通に
より他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供さ
れる特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この
項において「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた
損害については，権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を
防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって，次の各
号のいずれかに該当するときでなければ，賠償の責めに任じない。
ただし，当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者で
ある場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通に

よって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の
流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることが
できたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流
通によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれ
にも該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電
気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務
提供者」という。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当
該権利の侵害に係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発
信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以
下同じ。）の開示を請求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵

害されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受
けるべき正当な理由があるとき。
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個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）

2003（平成15）年5月30日公布，2018（平成30）年7月27日改正（抜粋）

第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人
情報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取
扱いに関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人
情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者
の遵守すべき義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果
的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国
民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に
配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個
人に関する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをい
う。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と
容易に照合することができ，それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を
取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）
をできる限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらか
じめ本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的
の達成に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正
の手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業
者は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表
している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，
又は公表しなければならない。

第二十三条（第三者提供の制限）個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データ
を第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であ

って，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必

要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難である
とき。

　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法
令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行
に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第七十六条　（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に
掲げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一
部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定
は，適用しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業とし

て行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそ

れらに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又は
これらであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データ
ベース等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）
を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用
したときは，一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第一章　総則

第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第六章　雑則

第七章　罰則

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，
これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会
による援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行わ
れる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現
される電気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社
会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気
通信回線に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」とい
う。）の利用（当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特

定利用」という。）につき当該特定電子計算機の動作を管理する者
をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為を
してはならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者にな
りすまし，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲
げる行為をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を
得てする場合は，この限りでない。【省略】

2001（平成13）年11月30日公布，2013（平成25）年４月26日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によ
って権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定
めるものとする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通に
より他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供さ
れる特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この
項において「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた
損害については，権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を
防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって，次の各
号のいずれかに該当するときでなければ，賠償の責めに任じない。
ただし，当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者で
ある場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通に

よって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の
流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることが
できたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流
通によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれ
にも該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電
気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務
提供者」という。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当
該権利の侵害に係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発
信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以
下同じ。）の開示を請求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵

害されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受
けるべき正当な理由があるとき。
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テーマを決める

●インターネットを使う…キーワード検索，公的機関のWebサイトなど

●図書資料を読む…書籍，新聞，雑誌など

●実物に触れる…現地を訪ねる，博物館など

●人に聞く…アンケート，インタビューなど

レポートの基本

1.データの分析

　全体的な傾向を見るために，入場
者数実績データから入場者数の推移
を折れ線グラフとして示した。
　週単位の周期的な変化があること
が分かった。
　更に，入場者全体の平均値に対す
る曜日ごとの差と，天候（晴，曇，雨）ご
との差をグラフで表した。

　曜日別に見ると，大きく週末に偏っていることが分かった。また，天候別に
見ると，「晴」は入場者の出足にプラスされるのに対して，「曇」「雨」はマイナス
要因になることが分かった。

2.モデル式の立案

　分析の結果を総合して，入場者数の算出には，全体の平均入場者数を基本と
し，曜日と天候による入場者数の増減を加えるモデル式を使用した。

　Ｘ＝【全体平均】+〔曜日による差〕+〔天候による差〕

３.入場者推測数

　（1）6 月 13 日（水）【晴】
　　　Ｘ＝【20,153】+〔水：－6,151〕+〔晴：3,172〕＝17,174（人）
　（2）6 月 16 日（土）【曇】
　　　Ｘ＝【20,153】+〔土：5,972〕+〔曇：－5,222〕＝20,903（人）

イベント入場者数の推測 ○年○組○番　○○○○

図1 入場者数の推移

図3 天候の影響図2 曜日の影響

0
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調査する

レポートをまとめる

①レポートにはタイトルを付ける。
　タイトルはレポートの最初に大きな字
で書いておく。
 

②内容に一貫性を持たせる。
 　１つのレポートの中で，いろいろな話題
を出さない。ただし，実験レポートのよう
にテーマが限定されない場合はこの限り
ではない。
 

③１段落１テーマの原則
 　１つの段落（パラグラフ）では，１つの
テーマについて書く。
 

④感想を考察に書かない。
 　考察には「～だと思いました。」「～が
おもしろかったです。」などの内容を書か
ない。
 

⑤事実と意見を区別する。
 　実験的・客観的事実については「～で
ある。」というような断定的な言い方を
する。自分の意見については「～だと思
われる。」「～と予想される。」などの
ように，意見と分かる書き方をする。

レポートを作成する
ときの注意点!

LINK 
シミュレーションの活用 	>>	94ページ
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生年月日：1936年10月30日／出身地：茨城県

いしだ　はるひさ

石田 晴久

1959年 東京大学理学部物理学科卒業。
1961年  東京大学大学院にて物理学修士号を取得。
1964年  アメリカアイオワ州立大学にて電気工学博士号を取得。

マサチューセッツ工科大学研究員となる。
1966年 電気通信大学助教授に就任。
1970年  東京大学大型計算機センター（現・東京大学情報基盤セ

ンター）の助教授に就任。
1975年  アメリカの研究所に客員研究員として1年間勤務。

UNIXを持ち帰る。
1982年 東京大学大型計算機センター教授。
1984年 日本初のインターネットワーク「JUNET」を開設。

▼アメリカの研究所で宇宙戦争ゲームをプレイしま
した。とてもおもしろかったので，帰国後に東京大

学大型計算機センターのコンピュータにプログラムを登録
し，センターのアカウントを使ってみんなでゲームができ
るようにしました。日本に輸入した最初のゲーム・プログ
ラムだと思います。 ▼日本で初めて ｢C言語｣ や ｢UNIX｣
の入門書を出版しました。日本インターネット協会の初代
会長を務めました。
 

▼ 1964年に，エンゲ
ルバート博士が開発し

たてのマウスの操作性を実演
してくれました。手作り感あ
ふれる形から，マウスの価値
が分かりませんでした。

私は日本にUNIXを導入し，
インターネットを普及させました

Episode

1948年  東北大学工学部電気
工学科卒業。東北大
学大学院に進学。

1954年  東北大学電気通信研
究所の助教授に就任。

1960年 工学博士号を取得。
1962年  東北大学電気通信研

究所教授。
1968年 財団法人半導体研究振興会半導体研究所所長に就任。
1983年 東北大学電気通信研究所所長。
1990年 東北大学名誉教授。
1990～96年 東北大学総長を務める。
1998年 岩手県立大学学長に就任。
2005年  首都大学東京（現・東京都立大学）の学長に就任。岩手

県立大学名誉学長，上智大学特任教授となる。

経	歴

生年月日：1926年9月12日／出身地：宮城県

にしざわ　じゅんいち

西澤 潤一

Episode

私は「PiNダイオード」「静電誘導電界効果
トランジスタ」を開発しました

▼ 1964年「自己集束型光ファイバー（GI型光ファ
イバー）」を開発。1966年にはデータ通信技術が

実現化できる技術であると証明されました。 ▼ 1971年
に静電誘導トランジスタ（SIT）の論文を発表しました。
これは大電流を損失なく遠距離送電できる技術で，電力の
安定供給化に貢献しました。 ▼ 2000年に日本人で初め
てアメリカIEEEのエジソンメダル（電気工学の業績を称
える栄誉賞）を授与されました。 ▼ 2002年に，アメリ
カIEEEが電子工学部門の最高名誉賞「西澤潤一メダル」
を創設しました。
 

光ファイバーを開発したときに特許を出願したので
すが，特許庁に仕組みや使い方を理解してもらうこ

とができず，却下されました。

経	歴
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テーマを決める

●インターネットを使う…キーワード検索，公的機関のWebサイトなど

●図書資料を読む…書籍，新聞，雑誌など

●実物に触れる…現地を訪ねる，博物館など

●人に聞く…アンケート，インタビューなど

レポートの基本

1.データの分析

　全体的な傾向を見るために，入場
者数実績データから入場者数の推移
を棒グラフとして示した。
　週単位の周期的な変化があること
が分かった。
　更に，入場者全体の平均値に対す
る曜日ごとの差と，天候（晴，曇，雨）ご
との差をグラフで表した。

　曜日別に見ると，大きく週末に偏っていることが分かった。また，天候別に
見ると，「晴」は入場者の出足にプラスされるのに対して，「曇」「雨」はマイナス
要因になることが分かった。

2.モデル式の立案

　分析の結果を総合して，入場者数の算出には，全体の平均入場者数を基本と
し，曜日と天候による入場者数の増減を加えるモデル式を使用した。

　Ｘ＝【全体平均】+〔曜日による差〕+〔天候による差〕

３.入場者推測数

　（1）6 月 13 日（水）【晴】
　　　Ｘ＝【20,153】+〔水：－6,151〕+〔晴：3,172〕＝17,174（人）
　（2）6 月 16 日（土）【曇】
　　　Ｘ＝【20,153】+〔土：5,972〕+〔曇：－5,222〕＝20,903（人）

イベント入場者数の推測 ○年○組○番　○○○○

図1 入場者数の推移

図3 天候の影響図2 曜日の影響
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調査する

レポートをまとめる

①レポートにはタイトルを付ける。
　タイトルはレポートの最初に大きな字
で書いておく。
 

②内容に一貫性を持たせる。
 　１つのレポートの中で，いろいろな話題
を出さない。ただし，実験レポートのよう
にテーマが限定されない場合はこの限り
ではない。
 

③１段落１テーマの原則
 　１つの段落（パラグラフ）では，１つの
テーマについて書く。
 

④感想を考察に書かない。
 　考察には「～だと思いました。」「～が
おもしろかったです。」などの内容を書か
ない。
 

⑤事実と意見を区別する。
 　実験的・客観的事実については「～で
ある。」というような断定的な言い方を
する。自分の意見については「～だと思
われる。」「～と予想される。」などの
ように，意見と分かる書き方をする。

レポートを作成する
ときの注意点!

LINK 
シミュレーションの活用 	>>	94ページ
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生年月日：1936年10月30日／出身地：茨城県

いしだ　はるひさ

石田 晴久

1959年 東京大学理学部物理学科卒業。
1961年  東京大学大学院にて物理学修士号を取得。
1964年  アメリカアイオワ州立大学にて電気工学博士号を取得。

マサチューセッツ工科大学研究員となる。
1966年 電気通信大学助教授に就任。
1970年  東京大学大型計算機センター（現・東京大学情報基盤セ

ンター）の助教授に就任。
1975年  アメリカの研究所に客員研究員として1年間勤務。

UNIXを持ち帰る。
1982年 東京大学大型計算機センター教授。
1984年 日本初のインターネットワーク「JUNET」を開設。

▼アメリカの研究所で宇宙戦争ゲームをプレイしま
した。とてもおもしろかったので，帰国後に東京大

学大型計算機センターのコンピュータにプログラムを登録
し，センターのアカウントを使ってみんなでゲームができ
るようにしました。日本に輸入した最初のゲーム・プログ
ラムだと思います。 ▼日本で初めて ｢C言語｣ や ｢UNIX｣
の入門書を出版しました。日本インターネット協会の初代
会長を務めました。
 

▼ 1964年に，エンゲ
ルバート博士が開発し

たてのマウスの操作性を実演
してくれました。手作り感あ
ふれる形から，マウスの価値
が分かりませんでした。

私は日本にUNIXを導入し，
インターネットを普及させました

Episode

1948年  東北大学工学部電気
工学科卒業。東北大
学大学院に進学。

1954年  東北大学電気通信研
究所の助教授に就任。

1960年 工学博士号を取得。
1962年  東北大学電気通信研

究所教授。
1968年 財団法人半導体研究振興会半導体研究所所長に就任。
1983年 東北大学電気通信研究所所長。
1990年 東北大学名誉教授。
1990～96年 東北大学総長を務める。
1998年 岩手県立大学学長に就任。
2005年  首都大学東京（現・東京都立大学）の学長に就任。岩手

県立大学名誉学長，上智大学特任教授となる。

経	歴

生年月日：1926年9月12日／出身地：宮城県

にしざわ　じゅんいち

西澤 潤一

Episode

私は「PINダイオード」「静電誘導電界効果
トランジスタ」を開発しました

▼ 1964年「自己集束型光ファイバー（GI型光ファ
イバー）」を開発。1966年にはデータ通信技術が

実現化できる技術であると証明されました。 ▼ 1971年
に静電誘導トランジスタ（SIT）の論文を発表しました。
これは大電流を損失なく遠距離送電できる技術で，電力の
安定供給化に貢献しました。 ▼ 2000年に日本人で初め
てアメリカIEEEのエジソンメダル（電気工学の業績を称
える栄誉賞）を授与されました。 ▼ 2002年に，アメリ
カIEEEが電子工学部門の最高名誉賞「西澤潤一メダル」
を創設しました。
 

光ファイバーを開発したときに特許を出願したので
すが，特許庁に仕組みや使い方を理解してもらうこ

とができず，却下されました。

経	歴
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いろいろな法律
著作権法

1970（昭和45）年5月6日公布，2022（令和4）年5月25日改正（抜粋）

第一条（目的）　この法律は，著作物並びに実演，レコード，放送
及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め，
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ，著作者等の権利の
保護を図り，もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第十条（著作物の例示）　この法律にいう著作物を例示すると，お
おむね次のとおりである。
　一　小説，脚本，論文，講演その他の言語の著作物
　二　音楽の著作物
　三　舞踊又は無言劇の著作物
　四　絵画，版画，彫刻その他の美術の著作物
　五　建築の著作物
　六　 地図又は学術的な性質を有する図面，図表，模型その他の図

形の著作物
　七　映画の著作物
　八　写真の著作物
　九　プログラムの著作物
２　事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第一号に掲
げる著作物に該当しない。
３　第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は，
その著作物を作成するために用いるプログラム言語，規約及び解法
に及ばない。この場合において，これらの用語の意義は，次の各号
に定めるところによる。
　一　 プログラム言語　プログラムを表現する手段としての文字そ

の他の記号及びその体系をいう。
　二　 規約　特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用

法についての特別の約束をいう。
　三　 解法　プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せ

の方法をいう。

第十八条（公表権）　著作者は，その著作物でまだ公表されていな
いもの（その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条
において同じ。）を公衆に提供し，又は提示する権利を有する。当
該著作物を原著作物とする二次的著作物についても，同様とする。
第十九条（氏名表示権）　著作者は，その著作物の原作品に，又は
その著作物の公衆への提供若しくは提示に際し，その実名若しくは
変名を著作者名として表示し，又は著作者名を表示しないこととす
る権利を有する。
第二十条（同一性保持権）　著作者は，その著作物及びその題号の
同一性を保持する権利を有し，その意に反してこれらの変更，切除
その他の改変を受けないものとする。

第三十条（私的使用のための複製）　著作権の目的となつている著
作物（以下この款において単に「著作物」という。）は，個人的に
又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するこ
と（以下「私的使用」という。）を目的とするときは，次に掲げる
場合を除き，その使用する者が複製することができる。
　一　 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複

製機器（複製の機能を有し，これに関する装置の全部又は主
要な部分が自動化されている機器をいう。）を用いて複製す
る場合

　二　 技術的保護手段の回避（第二条第一項第二十号に規定する信
号の除去若しくは改変（記録又は送信の方式の変換に伴う技
術的な制約による除去又は改変を除く。）【省略】を行うこと
により，当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし，又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結
果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二

第一号及び第二号において同じ。）により可能となり，又は
その結果に障害が生じないようになつた複製を，その事実を
知りながら行う場合

　三　 著作権を侵害する自動公衆送信（国外で行われる自動公衆送
信であつて，国内で行われたとしたならば著作権の侵害とな
るべきものを含む。）を受信して行うデジタル方式の録音又
は録画を，その事実を知りながら行う場合

２　私的使用を目的として，デジタル方式の録音又は録画の機能を
有する機器（放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通
常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機そ
の他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有す
るものを除く。）であつて政令で定めるものにより，当該機器によ
るデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政
令で定めるものに録音又は録画を行う者は，相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。
第三十二条（引用）　公表された著作物は，引用して利用すること
ができる。この場合において，その引用は，公正な慣行に合致する
ものであり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な
範囲内で行なわれるものでなければならない。
２　国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人又は地方独立行
政法人が一般に周知させることを目的として作成し，その著作の名
義の下に公表する広報資料，調査統計資料，報告書その他これらに
類する著作物は，説明の材料として新聞紙，雑誌その他の刊行物に
転載することができる。ただし，これを禁止する旨の表示がある場
合は，この限りでない。
第三十五条（学校その他の教育機関における複製等）　学校その他
の教育機関（営利を目的として設置されているものを除く。）にお
いて教育を担任する者及び授業を受ける者は，その授業の過程にお
ける利用に供することを目的とする場合には，その必要と認められ
る限度において，公表された著作物を複製し，若しくは公衆送信（自
動公衆送信の場合にあつては，送信可能化を含む。以下この条にお
いて同じ。）を行い，又は公表された著作物であつて公衆送信され
るものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし，当
該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製，公衆
送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することと
なる場合は，この限りでない。
第四十七条の三（プログラムの著作物の複製物の所有者による複製
等）　プログラムの著作物の複製物の所有者は，自ら当該著作物を
電子計算機において実行するために必要と認められる限度において，
当該著作物を複製することができる。ただし，当該実行に係る複製
物の使用につき，第百十三条第二項の規定が適用される場合は，こ
の限りでない。

第五十一条（保護期間の原則）　著作権の存続期間は，著作物の創
作の時に始まる。
２　著作権は，この節に別段の定めがある場合を除き，著作者の死
後（共同著作物にあつては，最終に死亡した著作者の死後。次条第
一項において同じ。）七十年を経過するまでの間，存続する。

第百十九条　著作権，出版権又は著作隣接権を侵害した者（第三十
条第一項（第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項に
おいて同じ。）に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しく
は実演等の複製を行つた者，第百十三条第三項の規定により著作権，
出版権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つ
た者，同条第四項の規定により著作権若しくは著作隣接権（同条第
五項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条
の二第三号において同じ。）を侵害する行為とみなされる行為を行
つた者，第百十三条第六項の規定により著作権若しくは著作隣接権
を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しく
は第四号に掲げる者を除く。）は，十年以下の懲役若しくは千万円
以下の罰金に処し，又はこれを併科する。

第一章　総則
第一節　通則

第二章　著作者の権利
第一節　著作物

第三節　権利の内容
第二款　著作者人格権

第五款　著作権の制限

第四節　保護期間

第八章　罰則
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個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）

2003（平成15）年5月30日公布，2022（令和4）年6月17日改正（抜粋）

第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人
情報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取
扱いに関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人
情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者
の遵守すべき義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果
的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国
民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に
配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個
人に関する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをい
う。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と
容易に照合することができ，それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を
取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）
をできる限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらか
じめ本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的
の達成に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正
の手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業
者は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表
している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，
又は公表しなければならない。

第二十三条（第三者提供の制限）個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データ
を第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であ

って，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必

要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難である
とき。

　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法
令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行
に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第七十六条　（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に
掲げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一
部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定
は，適用しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業とし

て行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそ

れらに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又は
これらであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データ
ベース等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）
を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用
したときは，一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第一章　総則

第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第六章　雑則

第七章　罰則

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，
これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会
による援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行わ
れる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現
される電気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社
会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気
通信回線に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」とい
う。）の利用（当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特

定利用」という。）につき当該特定電子計算機の動作を管理する者
をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為を
してはならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者にな
りすまし，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲
げる行為をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を
得てする場合は，この限りでない。【省略】

2001（平成13）年11月30日公布，2022（令和4）年5月25日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によ
って権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定
めるものとする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通に
より他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供さ
れる特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この
項において「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた
損害については，権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を
防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって，次の各
号のいずれかに該当するときでなければ，賠償の責めに任じない。
ただし，当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者で
ある場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通に

よって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の
流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることが
できたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流
通によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれ
にも該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電
気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務
提供者」という。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当
該権利の侵害に係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発
信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以
下同じ。）の開示を請求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵

害されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受
けるべき正当な理由があるとき。
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個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）

不正アクセス行為の禁止等に関する法律（不正アクセス禁止法）

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）

2003（平成15）年5月30日公布，2022（令和4）年6月17日改正（抜粋）

第一条（目的）　この法律は，高度情報通信社会の進展に伴い個人
情報の利用が著しく拡大していることに鑑み，個人情報の適正な取
扱いに関し，基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人
情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め，国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに，個人情報を取り扱う事業者
の遵守すべき義務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果
的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国
民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に
配慮しつつ，個人の権利利益を保護することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「個人情報」とは，生存する個
人に関する情報であって，次の各号のいずれかに該当するものをい
う。
　一　 当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述等【省略】

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と
容易に照合することができ，それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものを含む。）

　二　個人識別符号が含まれるもの

第十五条（利用目的の特定）　個人情報取扱事業者は，個人情報を
取り扱うに当たっては，その利用の目的（以下「利用目的」という。）
をできる限り特定しなければならない。
第十六条（利用目的による制限）　個人情報取扱事業者は，あらか
じめ本人の同意を得ないで，前条の規定により特定された利用目的
の達成に必要な範囲を超えて，個人情報を取り扱ってはならない。
第十七条（適正な取得）　個人情報取扱事業者は，偽りその他不正
の手段により個人情報を取得してはならない。
第十八条（取得に際しての利用目的の通知等）　個人情報取扱事業
者は，個人情報を取得した場合は，あらかじめその利用目的を公表
している場合を除き，速やかに，その利用目的を，本人に通知し，
又は公表しなければならない。

第二十三条（第三者提供の制限）個人情報取扱事業者は，次に掲げ
る場合を除くほか，あらかじめ本人の同意を得ないで，個人データ
を第三者に提供してはならない。
　一　法令に基づく場合
　二　 人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であ

って，本人の同意を得ることが困難であるとき。
　三　 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必

要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難である
とき。

　四　 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法
令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある
場合であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行
に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第七十六条　（適用除外）　個人情報取扱事業者等のうち次の各号に
掲げる者については，その個人情報等を取り扱う目的の全部又は一
部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは，第四章の規定
は，適用しない。
　一　 放送機関，新聞社，通信社その他の報道機関（報道を業とし

て行う個人を含む。）　報道の用に供する目的
　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的
　三　 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそ

れらに属する者　学術研究の用に供する目的
　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

第八十三条　個人情報取扱事業者【省略】若しくはその従業者又は
これらであった者が，その業務に関して取り扱った個人情報データ
ベース等（その全部又は一部を複製し，又は加工したものを含む。）
を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し，又は盗用
したときは，一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第一章　総則

第四章　個人情報取扱事業者の義務等
第一節　個人情報取扱事業者の義務

第六章　雑則

第七章　罰則

1999（平成11）年8月13日公布，2013（平成25）年5月31日改正（抜粋）
第一条（目的）　この法律は，不正アクセス行為を禁止するとともに，
これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会
による援助措置等を定めることにより，電気通信回線を通じて行わ
れる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現
される電気通信に関する秩序の維持を図り，もって高度情報通信社
会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条（定義）　この法律において「アクセス管理者」とは，電気
通信回線に接続している電子計算機（以下「特定電子計算機」とい
う。）の利用（当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特

定利用」という。）につき当該特定電子計算機の動作を管理する者
をいう。
第三条（不正アクセス行為の禁止）　何人も，不正アクセス行為を
してはならない。
第七条（識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止）　何人も，
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者にな
りすまし，その他当該アクセス管理者であると誤認させて，次に掲
げる行為をしてはならない。ただし，当該アクセス管理者の承諾を
得てする場合は，この限りでない。【省略】

2001（平成13）年11月30日公布，2022（令和4）年5月25日改正（抜粋）
第一条（趣旨）　この法律は，特定電気通信による情報の流通によ
って権利の侵害があった場合について，特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定
めるものとする。
第三条（損害賠償責任の制限）　特定電気通信による情報の流通に
より他人の権利が侵害されたときは，当該特定電気通信の用に供さ
れる特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下この
項において「関係役務提供者」という。）は，これによって生じた
損害については，権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を
防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって，次の各
号のいずれかに該当するときでなければ，賠償の責めに任じない。
ただし，当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者で
ある場合は，この限りでない。
　一　 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通に

よって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
　二　 当該関係役務提供者が，当該特定電気通信による情報の流通

を知っていた場合であって，当該特定電気通信による情報の
流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることが
できたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

第四条（発信者情報の開示請求等）　特定電気通信による情報の流
通によって自己の権利を侵害されたとする者は，次の各号のいずれ
にも該当するときに限り，当該特定電気通信の用に供される特定電
気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者（以下「開示関係役務
提供者」という。）に対し，当該開示関係役務提供者が保有する当
該権利の侵害に係る発信者情報（氏名，住所その他の侵害情報の発
信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以
下同じ。）の開示を請求することができる。
　一　 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵

害されたことが明らかであるとき。
　二　 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権

の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受
けるべき正当な理由があるとき。
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7

訂正箇所 原　　　文 訂　　　正　　　文ページ 行

a	パソコン購入後の親子の会話
親：さっそくAインターネットに接続してみよう。
子： 接続できたよ。じゃあ，すぐにWeb検索で調

べごとをしてもいいかな。
親： その前にオペレーティングシステムとインス

トールされているアプリケーションソフトを
（①）しておこう。

子：それって絶対しないといけないのかな。
親： するべきだね。ソフトウェアに（②）があると，

ウイルスに感染したり，ほかのコンピュータを
攻撃するための（③）にされたりするおそれが
あるよ。

子： 分かった。（①）するね。あれ，なんか時間が
かかりそうな感じだよ。あとは自分でやってお
くけど，ほかにも気をつけることあるかな。

親： Web検索の結果には，にせのサイトが含まれ
ることもあるから，B本当に自分がアクセスし
たいWebサイトかどうかよく確かめてね。そ
れに，CWebサイトの内容をうのみにしてはい
けないことも忘れないでね。

b	アドレスの表記
会話aの下線部Aのインターネットに接続している
機 器 を 判 別 す る た め の（④） ア ド レ ス が
10.0.0.170であるとき，32ビット表記した（④）
アドレスに含まれる1のビットの個数は（⑤）である。
c	Webサイトの確認
会話aの下線部BのWebサイトの確認方法として，
URLに含まれる（⑥）を確認することが考えられる。
例えば，日本の官公庁の公式Webサイトを閲覧し
ようとしているのに，（⑥）の末尾がgo jpでない
場合，公式Webサイトでない可能性がある。更に，
（⑥）が適切であっても，なりすましのWebサイ
トである可能性が残る。HTTPSでアクセスして，
（⑦）が署名した（⑧）を確認できれば，なりすま
しのWebサイ卜である可能性はほぼなくなる。
①〜③の選択肢
ア ファイアウォール　イ アップデート
ウ ライセンス　エ セキュリティホール
オ アップロード　カ 踏み台　キ シェア　

ク サンドボックス　ケ スパム
④の選択肢
ア MAC　イ IP　ウ GPS 　エ TCP
⑥〜⑧の選択肢
ア メールアドレス　イ プロトコル　
ウ 情報局　エ ファイル名　オ パスワード
カ 許可局　キ ドメイン名　ク 電子証明書
ケ 認証局

（1）   次の2進数の計算結果を10進数で表現すると
（① ②）となる。

 111111-101011+100111
 ①	②の選択肢
 0　1　2　3　4　5　6　7　8　9

（2） 今，小文字アルファベットのaからzまでに1
から26までの番号（整数値）を順番に割り当
て，これらの番号を8桁の2進数（8ビット）
で表現したものを各文字の文字コードとする。
例えば，aの文字コードは00000001となり，
これを上位4ビット（0000）と下位4ビッ
ト（0001）に分け，それぞれを16進数で表
現すると01となる。Aさんはこの文字コード
を利用してBさんにメッセージを送る際，第
三者に読み取られないようにするため，文字
ごとに，上位4ビットと下位4ビットを入れ
替え，更に1を加えた結果のビット列をBさ
んに送ることにした。この方式に従うと，例
えば，aはビット列00010001となり，16
進数で表現すると11となる。Bさんが受け取っ
たビット列を16進数で表現すると3252E1
であった場合，AさんがBさんに送ったメッ
セージ（文字の並び）は（③）である。
③の選択肢
ア set　イ run　ウ sum　エ use　
オ sun　カ pen

（3）  JPEG形式の画像ファイルは，データを圧縮
して（#）ため，BMP形式の画像ファイルに
比べてデータ量は一般的に（$）くなる。（#）
と（$）の組み合わせとして正しいのは，以下
の（④）である。

次の記述a〜c	の①〜④,	⑥〜⑧に入れ
るのに最も適当なものを選びなさい。ま
た⑤に入る数字を書きなさい。

1知

以下の①〜⑫に入る正しい答えを選び
なさい。2知

知…知識・技能の問題解答〉〉217ページ総	合	問	題

196
1100  0100

標本調査		 	126
sampling survey
　母集団の中から一部分を取り出して調査
し，その結果から全体の状況を推測する方法。

平
ひら
文
ぶん
		 	110

　暗号化される前のデータ。

ファイアウォール		 	17，110
firewall
　LANを外部からの攻撃や不正アクセスか
ら守る仕組み。ネットワークの接続点に位
置して，通過させるべきではない通信を止
める。これにより外部からの攻撃や不正ア
クセスを防ぐことができる。

ファイル		 	168
file
　電子的に記録されたデータやプログラム
のまとまり。

ファイル交換ソフトウェア　
　ネットワークを介して不特定多数のコン
ピュータ間でファイルをやりとりするソフ
トウェア。

ファクトリオートメーション		
FA：Factory Automation
　工作機械や産業用ロボットを活用するこ
とにより，工場での作業や工程を自動化す
る仕組み。

フィードバック		 	6
feedback
　元来はシステム制御分野の用語で，出力
情報を用いて入力情報をコントロールする
働きのこと。行動を修正するために，反応
や結果を次の同じ段階に生かすことを指す
こともある。

フィッシング		 	16
phishing
　ほかのWebページとそっくりなページを
用意し，ユーザIDやパスワードなどの重要
な情報を盗み取る詐欺行為。

フィルタリング		 	19
filtering
　Webページの内容を一定の基準で評価し，
選択的に排除することにより，そのページ
の閲覧を制限する仕組み。参照を許可しな
いWebページのデータベースを利用するブ
ラックリスト方式と，参照を許可するWeb
ページをリストアップして，それ以外の閲
覧を制限するホワイトリスト方式がある。

フェイクニュース		 	53
fake news
　事実ではない虚偽あるいはでたらめな情
報や報道。人の興味や関心をあおり，政治
活動や個人・企業などの信用失墜に用いら
れることもある。

フォント		 	184
font
　ディスプレイに表示したり，プリンタで印
刷したりする際に使用する文字のデザイン。

符号化		 	35，42
　量子化されたデータをコンピュータで処理
できるように2進法の数に変換すること。

不正アクセス禁止法		 	16，187
　コンピュータネットワークなどの通信に
おいて，アクセスする権限のないコンピュー
タにアクセスすることを禁止する法律。正
式には「不正アクセス行為の禁止等に関す
る法律」という。

プライバシー権		 	14
　私生活に関わることを勝手に公開されな
い権利。個人情報を許可なく他人に知られ
たり，私生活に干渉されたりしない権利など。
自分についての情報を管理する権利を含む
こともある。

フルカラー		 	62
full color
　自然界に存在するあらゆる色のこと。ディ
スプレイに画像を表示する際は，色の三原
色のそれぞれの階調数を8ビット（256階
調）に設定して2の24乗（16,777,216）
通りの色を表示することを指す。

フレーム		 	45
frame
　動画を構成する静止画像1画面のこと。

フレームレート		 	45
frame rate
　1 秒 間 に 表 示 す る フ レ ー ム 数。fps 
(frames per second)と表示する。

ブレーンストーミング		 	10
brainstorming
　参加者が自由な雰囲気の中で活発に意見
を出し合うことにより，新しい発見やアイ
ディアを生み出す発想法。

ブレーンライティング　
brainwriting
　各自のアイディアを用紙に記入し，回覧
板のように回しながら，発想を深めたり，
広げたりする方法。

プレゼンテーション		 	167
presentation
　意見や主張などを発表する活動。

プレゼンテーション
ソフトウェア		 	174			
　プレゼンテーションを支援するソフト
ウェア。

フローチャート		 	79
flow chart
　図形を使って処理の手順を表したもの。
流れ図ともいう。

プロキシサーバ		 	114
proxy server
　学校などの内部ネットワークからインター
ネットにアクセスする際に，それらの間に位
置して通信の安全性や高速化を担うサーバ。
通信記録，通信の匿名化，通信負荷の分散な
どの機能を備える場合がある。

ブログ		 	50
blog
　主に個人で運営され，頻繁に更新する日記
的なWebサイトのこと。weblogの略。

プログラミング		 	82
programming
　プログラムを作成すること。

プログラミング言語		 	82
programming language
　プログラムを作成するための言語。

プログラム		 	82
program
　コンピュータに人間が意図する動作を行
わせるための命令とその処理手順を記述し
たもの。

プログラムカウンタ		 	75
program counter
　コンピュータ内部の命令を管理する記憶部。

プロジェクタ		 	167
projector
　スクリーンに画像を投影する装置。コン
ピュータの映像出力を投影できるものもある。

プロトコル		 	106
protocol
　情報通信を行うときに必要な約束事。

プロバイダ責任制限法		 	52，187
　インターネットでプライバシーや著作権
を侵害する内容があった場合，プロバイダ
がその内容に関して負う責任の範囲や権利
を定めた法律。

分散情報システム		 	114
　ネットワークに接続された複数のコン
ピュータで連携，分担して処理を行うシステ
ム。

文書処理ソフトウェア		 	172
　文書の作成や編集を行うソフトウェアの
こと。文字入力，文章の編集，文字列の検
索や置換，表組みの作成，画像の挿入，文
書の印刷などの機能を備える。

ペイント系ソフトウェア		 	63
　画像をピクセルごとに描画するソフト
ウェア。手書きの場合と同じように，筆の
タッチやかすれ具合いなども表現できる。
ラスタデータとして保存される。

ベクトルデータ		 	63	
vector data
　描画方法を計算式で保存した画像データ。
保存された情報を基に計算によって図形が
再描画される。ラスタデータと対比される。

変数		 	83
　プログラムのソースコードにおいて，コ
ンピュータが扱うメモリ上の特定の領域を
識別するための名前。数値や文字列などの
要素（データ）を一時的に保管しておく「入
れ物」として使う。

補助記憶装置		 	73
　コンピュータにおける主記憶装置以外の
記憶装置。ストレージともいう。
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a	パソコン購入後の親子の会話
親：さっそくAインターネットに接続してみよう。
子： 接続できたよ。じゃあ，すぐにWeb検索で調

べごとをしてもいいかな。
親： その前にオペレーティングシステムとインス

トールされているアプリケーションソフトを
（①）しておこう。

子：それって絶対しないといけないのかな。
親： するべきだね。ソフトウェアに（②）があると，

ウイルスに感染したり，ほかのコンピュータを
攻撃するための（③）にされたりするおそれが
あるよ。

子： 分かった。（①）するね。あれ，なんか時間が
かかりそうな感じだよ。あとは自分でやってお
くけど，ほかにも気をつけることあるかな。

親： Web検索の結果には，にせのサイトが含まれ
ることもあるから，B本当に自分がアクセスし
たいWebサイトかどうかよく確かめてね。そ
れに，CWebサイトの内容をうのみにしてはい
けないことも忘れないでね。

b	アドレスの表記
会話aの下線部Aのインターネットに接続している
機 器 を 判 別 す る た め の（④） ア ド レ ス が
10.0.0.170であるとき，32ビット表記した（④）
アドレスに含まれる1のビットの個数は（⑤）である。
c	Webサイトの確認
会話aの下線部BのWebサイトの確認方法として，
URLに含まれる（⑥）を確認することが考えられる。
例えば，日本の官公庁の公式Webサイトを閲覧し
ようとしているのに，（⑥）の末尾がgo.jpでない
場合，公式Webサイトでない可能性がある。更に，
（⑥）が適切であっても，なりすましのWebサイ
トである可能性が残る。HTTPSでアクセスして，
（⑦）が署名した（⑧）を確認できれば，なりすま
しのWebサイ卜である可能性はほぼなくなる。
①〜③の選択肢
ア ファイアウォール　イ アップデート
ウ ライセンス　エ セキュリティホール
オ アップロード　カ 踏み台　キ シェア　

ク サンドボックス　ケ スパム
④の選択肢
ア MAC　イ IP　ウ GPS 　エ TCP
⑥〜⑧の選択肢
ア メールアドレス　イ プロトコル　
ウ 情報局　エ ファイル名　オ パスワード
カ 許可局　キ ドメイン名　ク 電子証明書
ケ 認証局

（1）   次の2進数の計算結果を10進数で表現すると
（① ②）となる。

 111111-101011+100111
 ①	②の選択肢
 0　1　2　3　4　5　6　7　8　9

（2） 今，小文字アルファベットのaからzまでに1
から26までの番号（整数値）を順番に割り当
て，これらの番号を8桁の2進数（8ビット）
で表現したものを各文字の文字コードとする。
例えば，aの文字コードは00000001となり，
これを上位4ビット（0000）と下位4ビッ
ト（0001）に分け，それぞれを16進数で表
現すると01となる。Aさんはこの文字コード
を利用してBさんにメッセージを送る際，第
三者に読み取られないようにするため，文字
ごとに，上位4ビットと下位4ビットを入れ
替え，更に1を加えた結果のビット列をBさ
んに送ることにした。この方式に従うと，例
えば，aはビット列00010001となり，16
進数で表現すると11となる。Bさんが受け取っ
たビット列を16進数で表現すると3252E1
であった場合，AさんがBさんに送ったメッ
セージ（文字の並び）は（③）である。
③の選択肢
ア set　イ run　ウ sum　エ use　
オ sun　カ pen

（3）  JPEG形式の画像ファイルは，データを圧縮
して（#）ため，BMP形式の画像ファイルに
比べてデータ量は一般的に（$）くなる。（#）
と（$）の組み合わせとして正しいのは，以下
の（④）である。

次の記述a〜c	の①〜④,	⑥〜⑧に入れ
るのに最も適当なものを選びなさい。ま
た⑤に入る数字を書きなさい。

1知

以下の①〜⑫に入る正しい答えを選び
なさい。2知

知…知識・技能の問題解答〉〉217ページ総	合	問	題

196
1100  0100

標本調査		 	126
sampling survey
　母集団の中から一部分を取り出して調査
し，その結果から全体の状況を推測する方法。

平
ひら
文
ぶん
		 	110

　暗号化される前のデータ。

ファイアウォール		 	17，110
firewall
　LANを外部からの攻撃や不正アクセスか
ら守る仕組み。ネットワークの接続点に位
置して，通過させるべきではない通信を止
める。これにより外部からの攻撃や不正ア
クセスを防ぐことができる。

ファイル		 	168
file
　電子的に記録されたデータやプログラム
のまとまり。

ファイル交換ソフトウェア　
　ネットワークを介して不特定多数のコン
ピュータ間でファイルをやりとりするソフ
トウェア。

ファクトリオートメーション		
FA：Factory Automation
　工作機械や産業用ロボットを活用するこ
とにより，工場での作業や工程を自動化す
る仕組み。

フィードバック		 	6
feedback
　元来はシステム制御分野の用語で，出力
情報を用いて入力情報をコントロールする
働きのこと。行動を修正するために，反応
や結果を次の同じ段階に生かすことを指す
こともある。

フィッシング		 	16
phishing
　ほかのWebページとそっくりなページを
用意し，ユーザIDやパスワードなどの重要
な情報を盗み取る詐欺行為。

フィルタリング		 	19
filtering
　Webページの内容を一定の基準で評価し，
選択的に排除することにより，そのページ
の閲覧を制限する仕組み。参照を許可しな
いWebページのデータベースを利用するブ
ラックリスト方式と，参照を許可するWeb
ページをリストアップして，それ以外の閲
覧を制限するホワイトリスト方式がある。

フェイクニュース		 	53
fake news
　事実ではない虚偽あるいはでたらめな情
報や報道。人の興味や関心をあおり，政治
活動や個人・企業などの信用失墜に用いら
れることもある。

フォント		 	184
font
　ディスプレイに表示したり，プリンタで印
刷したりする際に使用する文字のデザイン。

符号化		 	35，42
　量子化されたデータをコンピュータで処理
できるように2進法の数に変換すること。

不正アクセス禁止法		 	16，187
　コンピュータネットワークなどの通信に
おいて，アクセスする権限のないコンピュー
タにアクセスすることを禁止する法律。正
式には「不正アクセス行為の禁止等に関す
る法律」という。

プライバシー権		 	14
　私生活に関わることを勝手に公開されな
い権利。個人情報を許可なく他人に知られ
たり，私生活に干渉されたりしない権利など。
自分についての情報を管理する権利を含む
こともある。

フルカラー		 	62
full color
　自然界に存在するあらゆる色のこと。ディ
スプレイに画像を表示する際は，光の三原
色のそれぞれの階調数を8ビット（256階
調）に設定して2の24乗（16,777,216）
通りの色を表示することを指す。

フレーム		 	45
frame
　動画を構成する静止画像1画面のこと。

フレームレート		 	45
frame rate
　1 秒 間 に 表 示 す る フ レ ー ム 数。fps 
(frames per second)と表示する。

ブレーンストーミング		 	10
brainstorming
　参加者が自由な雰囲気の中で活発に意見
を出し合うことにより，新しい発見やアイ
ディアを生み出す発想法。

ブレーンライティング　
brainwriting
　各自のアイディアを用紙に記入し，回覧
板のように回しながら，発想を深めたり，
広げたりする方法。

プレゼンテーション		 	167
presentation
　意見や主張などを発表する活動。

プレゼンテーション
ソフトウェア		 	174			
　プレゼンテーションを支援するソフト
ウェア。

フローチャート		 	79
flow chart
　図形を使って処理の手順を表したもの。
流れ図ともいう。

プロキシサーバ		 	114
proxy server
　学校などの内部ネットワークからインター
ネットにアクセスする際に，それらの間に位
置して通信の安全性や高速化を担うサーバ。
通信記録，通信の匿名化，通信負荷の分散な
どの機能を備える場合がある。

ブログ		 	50
blog
　主に個人で運営され，頻繁に更新する日記
的なWebサイトのこと。weblogの略。

プログラミング		 	82
programming
　プログラムを作成すること。

プログラミング言語		 	82
programming language
　プログラムを作成するための言語。

プログラム		 	82
program
　コンピュータに人間が意図する動作を行
わせるための命令とその処理手順を記述し
たもの。

プログラムカウンタ		 	75
program counter
　コンピュータ内部の命令を管理する記憶部。

プロジェクタ		 	167
projector
　スクリーンに画像を投影する装置。コン
ピュータの映像出力を投影できるものもある。

プロトコル		 	106
protocol
　情報通信を行うときに必要な約束事。

プロバイダ責任制限法		 	52，187
　インターネットでプライバシーや著作権
を侵害する内容があった場合，プロバイダ
がその内容に関して負う責任の範囲や権利
を定めた法律。

分散情報システム		 	114
　ネットワークに接続された複数のコン
ピュータで連携，分担して処理を行うシステ
ム。

文書処理ソフトウェア		 	172
　文書の作成や編集を行うソフトウェアの
こと。文字入力，文章の編集，文字列の検
索や置換，表組みの作成，画像の挿入，文
書の印刷などの機能を備える。

ペイント系ソフトウェア		 	63
　画像をピクセルごとに描画するソフト
ウェア。手書きの場合と同じように，筆の
タッチやかすれ具合いなども表現できる。
ラスタデータとして保存される。

ベクトルデータ		 	63	
vector data
　描画方法を計算式で保存した画像データ。
保存された情報を基に計算によって図形が
再描画される。ラスタデータと対比される。

変数		 	83
　プログラムのソースコードにおいて，コ
ンピュータが扱うメモリ上の特定の領域を
識別するための名前。数値や文字列などの
要素（データ）を一時的に保管しておく「入
れ物」として使う。

補助記憶装置		 	73
　コンピュータにおける主記憶装置以外の
記憶装置。ストレージともいう。
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関連 >> 97ページ　固定小数点表現と浮動小数点表現

プログラムを実行するとき，コンピュータの中で情報はどのように処理されている
のだろうか。33
プログラムの仕組み

コーディング
［coding］

　アルゴリズムを自動実行する手段として，プログラミング言語に
よる処理がある。プログラミング言語は，アルゴリズムなどをコン
ピュータに伝えるために作られた言語である。プログラムを作るこ
とをプログラミングという。また，ある処理をプログラミング言語
を使って具体的に表すことをコーディングという。
　プログラミング言語は，人が読み書きできるように，単語や式，
記号で表記されるため，そのままではコンピュータに理解させるこ
とができない。プログラミング言語は，コンピュータが理解できる
機
き

械
かい

語
ご

に変換され，最終的には，0と1の組み合わせによる命令群
になる。プログラミング言語から機械語への変換を翻訳という。

アルゴリズムの自動実行1

❶

プログラミング
［programming］

COLUMN

コンピュータと誤差
　コンピュータは，
情報を2進法で表現
していることや，メ
モリに記録できる数
値の桁数が有限であ
ることなどから，さ
まざまな誤差が生じ
る。
　右の表を利用して，
0.4（10）を2進法で表
現すると，

となり，0110が無限に続く循環小数となってしまう
ことが分かる。つまり，2進法では0.4（10）を有限の
数で表現することはできない。
　コンピュータでは，数値を記憶するためのメモリの
大きさが決められている。例えば，8ビットで記憶し
ている場合，

と計算される。つまり，コンピュータの内部では，
0.3984375（10）を記憶していることになり，0.4に
近い値に変換されていることになる。
　コンピュータ内では，扱うことのできる数値や計算
に以下のような制限がある。
●数値を有限の桁数で表現しているため，真の値を扱

うことができずに誤差が生じることもある。
●扱うことのできる数値の範囲に限界がある。例えば

16ビットの場合，最上位ビットを符号とすると，
扱うことのできる数値は，

　つまり，

の範囲である。ただし，小数点以下の数値は誤差を
含んでいる。

0.4（10）
＝0.25＋0.125＋0.0625＋······
＝0×0.5＋1×0.25＋1×0.125＋0×0.0625
　＋0×0.03125＋1×0.015625＋······

＝0.0110	0110	0110······（2）

0.4（10）	
≒0.0110 0110（2）
＝0.25＋0.125＋0.015625＋0.0078125
＝0.3984375（10）

n 2n 数値

-1 2-1= 1
2 0.5

-2 2-2= 1
22 0.25

-3 2-3= 1
23 0.125

-4 2-4= 1
24 0.0625

1000 0000.0000 0000（2）
　　　　　〜0111 1111.1111 1111（2）

−128.00000000（10）
　　　　　〜127.99609375（10）

プログラミング言語で記
述されたプログラムをソース
コードという。

❶

82
0101  0010
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プログラムを実行するとき，コンピュータの中で情報はどのように処理されている
のだろうか。33
プログラムの仕組み

コーディング
［coding］

　アルゴリズムを自動実行する手段として，プログラミング言語に
よる処理がある。プログラミング言語は，アルゴリズムなどをコン
ピュータに伝えるために作られた言語である。プログラムを作るこ
とをプログラミングという。また，ある処理をプログラミング言語
を使って具体的に表すことをコーディングという。
　プログラミング言語は，人が読み書きできるように，単語や式，
記号で表記されるため，そのままではコンピュータに理解させるこ
とができない。プログラミング言語は，コンピュータが理解できる
機
き

械
かい

語
ご

に変換され，最終的には，0と1の組み合わせによる命令群
になる。プログラミング言語から機械語への変換を翻訳という。

アルゴリズムの自動実行1

❶

プログラミング
［programming］

COLUMN

コンピュータと誤差
　コンピュータは，
情報を2進法で表現
していることや，メ
モリに記録できる数
値の桁数が有限であ
ることなどから，さ
まざまな誤差が生じ
る。
　右の表を利用して，
0.4（10）を2進法で表
現すると，

となり，0110が無限に続く循環小数となってしまう
ことが分かる。つまり，2進法では0.4（10）を有限の
数で表現することはできない。
　コンピュータでは，数値を記憶するためのメモリの
大きさが決められている。例えば，8ビットで記憶し
ている場合，

と計算される。つまり，コンピュータの内部では，
0.3984375（10）を記憶していることになり，0.4に
近い値に変換されていることになる。
　コンピュータ内では，扱うことのできる数値や計算
に以下のような制限がある。
●数値を有限の桁数で表現しているため，真の値を扱

うことができずに誤差が生じることもある。
●扱うことのできる数値の範囲に限界がある。例えば

16ビットの場合，最上位ビットを符号とすると，
扱うことのできる数値は，

　つまり，

の範囲である。ただし，小数点以下の数値は誤差を
含んでいる。

0.4（10）
＝0.25＋0.125＋0.015625＋······
＝0×0.5＋1×0.25＋1×0.125＋0×0.0625
　＋0×0.03125＋1×0.015625＋······
	 ＝0.0110	0110	0110······（2）

0.4（10）	
≒0.0110 0110（2）
＝0.25＋0.125＋0.015625＋0.0078125
＝0.3984375（10）

n 2n 数値

-1 2-1= 1
2 0.5

-2 2-2= 1
22 0.25

-3 2-3= 1
23 0.125

-4 2-4= 1
24 0.0625

1000 0000.0000 0000（2）
　　　　　〜0111 1111.1111 1111（2）

−128.00000000（10）
　　　　　〜127.99609375（10）

プログラミング言語で記
述されたプログラムをソース
コードという。

❶
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0101  0010
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